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令和８年第１回山北町議会定例会の経過 （３月４日） 

 

議      長   皆さん、おはようございます。 

ただいまから、令和８年第１回山北町議会定例会を開会いたします。 

                         （午前９時 00分） 

初めに、町長の挨拶を求めます。 

町長。 

町      長   皆さん、おはようございます。 

本日は令和８年第１回山北町議会定例会に御出席いただきまして、誠にあ

りがとうございます。 

議会の開会に当たり、一言御挨拶を述べさせていただきます。 

初めに、この冬は冬季オリンピックがイタリアで開催され、選手たちが日

頃の鍛錬の成果を遺憾なく発揮し、世界中が感動と興奮に包まれたところで

あります。特に若い世代の驚異的な活躍が今後のウィンタースポーツ界にお

きまして、大変うれしく期待を寄せるところであり、日本におきましては24

個のメダルを獲得し、過去最多のメダル総数となりました。 

さて、町におきましては、先月５日に川村小学校６年生の児童を議場に招

き、山北町子ども議会を開催いたしました。毎年、子ども議会では、子ども

たちの視点による様々な提案をいただいておりますが、今回は特に観光や町

おこしに資する提案をいただきましたので、実現可能なものから今後のまち

づくりに反映していきたいと考えております。 

次に、国政の状況でございますが、先月の８日、第51回衆議院選挙が実施

され、18日には第二次高市内閣が発足されました。高市総理は20日の施政方

針演説において、選挙戦で高い支持を得た責任ある積極財政への政策転換を

改めて宣言いたしました。ある調査によると、国民の約７割が高市内閣に物

価対策を期待しているということから、今後の動向にも注意する必要がある

と考えております。 

また、先週23日には関東でも春一番が吹き、寒かった今年の冬もいよいよ

春に向かい、町内で咲き誇る桜をめでることが町の望まれるところでござい

ます。 
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今月24日から山北桜まつりが開催され、夜桜のライトアップや模擬店が出

店するとともに、29日にはメインイベントの開催、来月４日には町内外から

多くのチームが出演する「ソーラン山北よさこいフェスティバル」を開催い

たしますので、多くの方々にこの山北町で春の訪れを満喫していただきたい

と思います。議員の皆様におかれましてはお忙しい時期とは存じますが、ぜ

ひ御参加をいただき、満開の桜を御覧くださいますようお願い申し上げます。 

さて、本定例会の主要議案でございます。令和８年度当初予算につきまし

ては、第６次総合計画を基本に、子ども・子育て支援ＤＸ及びＧＸの推進に

重点を置き、編成をいたしました。人事院勧告等による人件費の増加や物価

高騰に伴う経費の増加が見込まれる中、限られた財源の中で事業の優先度を

踏まえた予算配分に努めております。 

なお、町におきましては令和７年度の中盤に当たり、各種事業の完了に向

けて、理事者、職員一丸となり、適正な事業執行に努めておりますので、議

員の皆様におかれましても、御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

最後に、令和８年第１回山北町議会定例会で、御審議いただきます案件は、

条例案件15件、令和７年度一般会計及び特別会計の補正予算案件５件、令和

８年度一般会計・特別会計及び企業会計の予算案件11件、その他案件２件、

人事案件４件、報告案件２件の合計39件を提出させていただきましたので、

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

なお、全員協議会におきましては、令和８年度出産子育て支援の取組につ

いて、旧丹沢湖ビジターセンターの利活用における進捗状況等について、令

和８年度公益財団法人山北町環境整備公社事業計画書及び当初予算書につい

て、水上地区土地利用基本構想案についての４件を御説明させていただく予

定でございますので、よろしくお願い申し上げまして御挨拶といたします。 

議      長   これから、本日の会議を開きます。 

本定例会の議会運営について、２月19日に議会運営委員会を開催し、審査

を行っておりますので、委員長より審査報告を求めます。 

議席番号６番、大野徹也議会運営委員長。 

６ 番 大  野   皆さん、おはようございます。 

それでは、議会運営委員会の審査報告を申し上げます。 
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２月19日午前９時、役場401会議室において、委員全員、議長の出席の下、

令和８年第１回山北町議会定例会の運営について審査いたしましたので、そ

の結果を報告いたします。 

提出議案は、お手元に配付されておりますように、新規条例２案件、条例

改正13案件、令和７年度補正予算５案件、令和８年度当初予算11案件、指定

管理２案件、人事案件４案件、発議３案件、選挙１案件及び報告２案件の計

43案件であります。 

審議方法について令和８年度当初予算については、本会議審議後、予算特

別委員会に付託し、新規条例は本会議審議後、福祉教育常任委員会に付託し、

それぞれ審査をすることにいたしました。 

また、条例改正、令和７年度補正予算、指定管理、人事、発議、選挙及び

報告案件については、本会議即決といたしました。陳情は１件で、卓上配付

といたしました。 

一般質問については、５名の議員から通告書が提出されており、本日４日

に５名全員から質問をしていただくことにしました。 

会期は３月４日から３月18日までの15日間とし、３月６日から８日、11日

及び13日から15日、17日は休会といたしました。 

また、３月18日の本会議終了後、全員協議会を開催いたします。日程は配

付済みの日割り予定表のとおりですので、省略いたします。 

以上で、議会運営委員会の審査報告を終わります。 

議      長   議会運営に対する委員長の審査報告が終わりましたので、本定例会の会期

は委員長報告のとおり、本日から18日までの15日間といたしたいと思います

が、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数） 

議      長   御異議ないので、会期は本日から18日までの15日間と決定いたしました。 

なお、議会運営委員会提案の特別委員会設置に関しては、２日目に予定さ

れております予算関係議案説明後、お諮りさせていただきます。 

会議録署名議員に、議席番号１番、和田成功議員、議席番号７番、冨田陽

子議員の２人を指名いたします。 

本日の議事日程は、お手元にお配りしたとおりであります。 
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日程第１、一般質問を行います。発言は、通告順といたします。 

通告順位１番、議席番号１番、和田成功議員。 

１ 番 和  田   改めまして、おはようございます。 

それでは、一般質問をさせていただきます。 

受付番号第１号、質問議員１番、和田成功。 

件名、「実効性のある住環境整備を」。 

当町では、人口減少と少子高齢化が進行する中、第６次総合計画において

「移住・定住の促進」を重要施策の一つに位置づけ、あわせて土地利用や居住

環境の基本方針を示してきた。 

しかしながら、「計画上の方針」と「実際に移住・定住につながる成果」

との間に、乖離が生じているのではないかとの声も聞かれる。 

そこで、総合計画と土地利用計画の整合を踏まえつつ、住環境整備の現状

と課題や今後の実効性のある取組について、以下の質問をする。 

１、国や県では、空き家バンクと連動した補助制度やモデル事業が用意さ

れているが、これらを積極的に活用し、空き家バンクの「登録数」、「成約

数」を高めることが必要であると考えるが、取組状況は。また、空き家バン

クの課題として、所有者側の負担感（片づけ・回収・手続）や利用希望者側

の初期費用の高さがあると考えるが、町の認識は。 

２、町の都市構造や防災、景観の観点から、今後、第６次総合計画及び第

４次土地利用計画などと、どのように連動し、まちづくりをしていくのか。 

以上。 

議      長   答弁願います。 

町長。 

町      長   それでは、和田成功議員から「実効性のある住環境整備を」についての御

質問をいただきました。 

初めに、１点目の空き家バンクについて、１番目の御質問の「国や県でも

空き家バンクと連動した補助制度やモデル事業が用意されているが、これら

を積極的に活用し、空き家バンクの「登録数」「成約数」を高めることが必

要であると考えるが、取組状況は。」についてでありますが、空き家バンク

事業を開始した平成21年度から令和６年度までの間の空き家バンク登録数は、
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延べ295件で、成約件数及び対象人数は263件、526人となっており、直近の実

績では令和６年度は登録数が17件に対し、成約数が23件という成果で、令和

７年度は４月から本年２月までの間で登録数が18件に対して、成約数が16件

と高い水準で推移しております。 

町のホームページやイベントでの物件紹介のほか、広く物件情報の周知を

図るため、平成30年度からは国土交通省の公募により選定された民間事業者

が運営し、全国の空き家等の情報を横断して検索できる全国版空き家バンク

でも物件情報の掲載を行っております。 

さらに、令和４年度からは新たな空き家の掘り起こしのため、空き家相談

会を年２回開催しており、相談件数は延べ20件、登録に至った件数は４割に

当たる８件で、登録物件の増加に成果を出しているところです。 

次に、２番目の御質問の「空き家バンクの課題として所有者側の負担感（片

づけ、回収、手続）や利用希望者側の初期費用の高さがあると考えるが、町

の認識は。」についてでありますが、空き家バンク登録物件の利用・利活用

促進を図るため、国の社会資本整備総合交付金を活用し、空き家活用助成金

を交付しております。現行の制度では空き家バンクに登録されている中古物

件を購入された方、賃貸物件について空き家バンクの登録を前提としている

方に、建物内の改修費用や家財処分費等について助成しております。 

ここ最近においては、空き家見学ツアーや移住フェア等で相談を受ける際

に、中古物件の購入や賃貸物件の紹介希望があります。当町の空き家バンク

は、近隣自治体と比べても登録数、成約数が多い状況であると言えますが、

希望に対して照会可能な登録物件が十分に足りていないことが挙げられます。 

また、家財処分については人件費や物価高騰の影響もあり、多額な費用が

必要となっているほか、購入希望の物件が未登記や未相続だった場合は所有

者が特定できないため、売買契約が出来なくなることから、空き家バンク登

録につながらず、空き家の利活用が進みにくいという課題も出てきておりま

す。 

このため、来年度からは空き家バンク登録物件の増加を図るため、賃貸物

件としての登録に限っていた家財の処分について、物件の売却意向がある方

も助成対象に加えるほか、不動産登記に返還する費用についても助成対象に
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追加できるように、空き家活用助成制度の拡充により、空き家利活用の促進

に取り組んでいきたいと考えております。 

次に、２点目の御質問の「町の地方都市構造や防災、景観の観点から、今

後、第６次総合計画及び第４次総合土地利用計画などとどのように連動し、

まちづくりをしていくのか。」についてでありますが、第６次総合計画では、

住環境整備として、豊かな自然環境と調和した良好な住宅地の開発・誘導等

により、定住につながる良好な住宅環境づくりや身近な公園、緑地などの整

備を進めるとしています。 

また、第４次土地利用計画では、基本構想のコンセプトとして自然環境と

の調和と地域性を生かし、心豊かに暮らせるまちづくりとして定住対策に資

する良好な住環境を有する住宅地の整備を進めることを基本方針としており

ます。 

このような計画において、将来人口を8,100人と設定しており、第４次土地

利用計画では将来人口目標の達成に向け、転入人口と転出人口が同数値とな

る社会増減ゼロを目標とし、転入人口の増加を図るため、政策誘導する住宅

地として供給戸数を新規住宅分で82戸、空き家活用分で82戸、延べ164戸まで

推進するとしております。 

現在総合計画や土地利用計画、都市計画マスタープランに基づき取り組ん

でいる住環境整備施策の一つに、東山北1000まちづくり基本計画に基づく民

間活力を活用した住宅開発や基盤整備の誘導・促進があり、水上地区に変更

して取り組んでいるところです。 

現在、水上地区に関わる土地利用基本構想を策定中で、当該地域における

まちづくりの方針として、減災や交通ネットワーク、多彩な住宅供給の誘導

等を位置づけようと考えております。 

このような基本構想の公表の後、委員会から提案をいただきつつ、整備基

本計画を策定し、事業化を進めることを想定しております。 

まちづくりについて考える際は、町有地だけでなく民地を含めて想定が必

要で、一体感のある街並みの形成や、空き家の利活用等も考えるためにも、

民間活力を活用しながら第６次総合計画や第４次土地利用計画に示されてい

る、豊かな自然環境と調和した良好な住環境を有する住宅地を開発・誘導に
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取り組んでいきたいと考えております。 

議      長   和田成功議員。 

１ 番 和  田   それでは、早速再質問をさせていただきます。 

空き家バンク事業は開始平成21年からということで、登録数や成約数、ま

ずまずの高水準だというような回答でしたけど、改めて伺います。 

長年、移住・定住対策取り組まれてきましたけど、現状、町長として把握

というんですか、今までやってきた積み重ねをどう捉えているのか、御説明

願います。 

議      長   町長。 

町      長   定住促進については、最初定住促進課というような課ができまして、ほか

の自治体に比べてかなり早くそういったような定住対策をしてきました。当

初はなかなかうまくいかないところもかなりあったんですけども、最近の傾

向としては、転出人口と転入人口が同じぐらいになるような状況になってき

ました。今までと違って、やはりお生まれになる出産数とお亡くなりになる

方の数が100以上ありますんで、毎年100いくつかの人口減少になってしまう

ことは今のところやむを得ないんですけども、私としてはこういったような

ことは非常に政策的にはよかったなというふうには思っておりますけれども、

しかし、現状を見ますと、まだまだ山北町は空き家が非常に多い状態であり

ますけど、それがなかなかいろいろ個々の皆さんの御事情で、そういった登

録していただけないということがありますんで、これからまず空いてる空き

家を何とか利活用できるようなやり方に我々としても所有者の人と、親切丁

寧に相談しながら、そういったものにつなげていけたらいいんではないかな

というふうに思っております。 

非常にいろいろな雑誌とかそういったところでも、山北町都心から非常に

近いし、非常に人気があるという場所ではありますけども、物件自体がどう

しても少ないというところがございますんで、そういったところをこれから

改善していけたらいいんではないかというふうに考えております。 

議      長   和田成功委員。 

１ 番 和  田   空き家の利活用というのは、大事なことなのかなと思います。 

昨今、古民家ですか、リノベーションしていろいろ古民家カフェでしたり



 

8 

なんだりという町内にも何件かあるかと思うんですけど、そういうものがあ

るのは承知しております。 

ただ、リノベーションに頼る物件だけではないと言ったところで、そこで

再建築はできない物件というのも、駅周辺でも何軒かあるという状況は認識

しているとは思うんですけど、やはり一番のハードルというか、ネックが建

築基準法、第43条で隣接の道路幅というところがネックになってくると思う

んですけれど、その辺、やはり道路整備、町道を敷いて建築不可の土地を建

築可の土地に変えていく、以前、町長議場で土地の価値を上げてくといった

ところで、やはりその道を通すって言ったところで、そこの建築不可の土地

が建築可になれば、自然と土地の価値は上がってくるはずといったふうなと

ころがあるんですけど、その辺についての考え方を御説明願います。 

議      長   町長。 

町      長   住環境と道路というのは切っても切れない関係がございます。山北町は、

基本的には町道については、まず通り抜けができるということが一つ、それ

からそこの所有権が町に帰属される、寄附していただくとかあるいはもとも

と町が持っている、あるいは買い取るというのが原則だというふうに認識し

ております。 

それに比べて、やはり土地を開発するときに今は多少変わってきておりま

すけども、かつては開発業者が分譲した所有者にそこの位置指定道路を分割

で持たせるというものがかなりありましたんで、土地の所有権が皆さんが居

住者が持ってらっしゃるということですから、それについては町としては民

間の所有者が持ってるものに税金を取り組むということはできませんので、

そういったところが町ではかなり、いくつかのところでそういう物件がござ

います。そういう人たちから寄附してもいいから町道にしてほしいという意

見もありますけど、そこは通り抜けていないとか、様々な、あるいは幅が足

らないとか、町道にするには町道にするルールがありますんで、そういった

ことからなかなかそこのところが進んでないというところがございます。 

今新しくつくるような土地開発については、その辺のところはかなり皆さ

ん了解しておりますので、最初から位置指定道路にしてもちゃんとした町道

に隣接してるとか、県道とかいろいろなところに入れるというようなところ
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でやっておりますけど、かつてのところがなかなかそういうふうになってな

いというところで、そこについては検討する余地はあるというふうに思いま

すけど、やはりまず通り抜けないというところからはなかなか難しいところ

がございます。 

議      長   和田成功議員。 

１ 番 和  田   町有地ならあれかもしれないですけど、民地だとなかなか所有者もいられ

ることだし、１名だけじゃなくて数名の所有者が混在するといったところで

難しいのは承知しております。でも道路幅、幅員が４メートル未満であるこ

とで建て替えられないというケースが点在している。本当、山北の駅周辺で

も点在しているようなところで、狭隘道路の整備やセットバックの支援につ

いて、町はやはり取り組んでいく必要があるんではないかというふうに考え

ますけど、その辺についてはいかがでしょうか。 

議      長   都市整備課長。 

都 市 整 備 課 長   道路の関係で狭隘道路への御質問をいただきましたが、狭隘道路というの

は道路幅員が４メーター未満であるということにより、建て替えができない

ケースについて、町で道路の整備やセットバックの支援について行わせてい

ただいております。 

概要としては、個人の方が基本的に道路家を建てるには４メーターの道路

に２メーター接しないと家は建たないということで、そういった接道義務が

あるんですが、それを４メーターにすれば家を建てられるということで、そ

の拡幅する費用について拡幅の整備にかかる費用一部を助成をしております。

狭隘道路の拡幅整備事業助成金というものでございます。 

具体的には、道路後退した用地を町に譲っていただける場合に、町がブロ

ック壁の除去など、また更地にするまでの費用、また個人の所有権だったも

のを町に登記をするとそういった費用に係るものについて、助成をしており

ます。 

一応、今の本事業の内容についてはお知らせ版ですとか、ホームページを

通じて、周知を行っているというような状況でございます。 

議      長   和田成功議員。 

１ 番 和  田   そういった部分は取り組んでいられるといったところですけれど。個別案
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件でいくとなかなか難しい部分があるのかなって。だから、根本にまちづく

りのビジョンがあるからこそここに道を通して宅地にしていかなきゃいけな

いとか、そういった景観というんですか、そういった一体感のある街並みの

形成とか、そういった部分をきちっと示して町民の方に理解をしてもらって、

協力してもらって、そういったところを少しずつでも進めていく必要がある

のではないかと思うんですけど、その辺についてはいかがでしょうか。 

議      長   町長。 

町      長   おっしゃるとおりだというふうに思っております。 

実際に、山北町いろいろ六つの大きな連合自治会がございますけど、その

中でも、私が重点的に最初に取り組ませていただいたのは、やはり東山北1000

にありますように、やはり開発が可能なところをまず優先的にやっていこう

というようなことがあります。もちろん山北の駅についても、当然いろいろ

な住宅環境であるとか、あるいは裏側、表側についてもできるだけのことは

させていただいておりますけども、山北の駅で難しいところは土地の所有者

と借りてる人とあるいは賃貸してる人、大体３人ぐらいの所有者がいらっし

ゃるということで非常に難しいところが非常にございます。ですから、そう

いったところを今の開発業者に聞いてみますと、山北町でもし手をつけるん

だったら最低１区画50坪ぐらいがないと難しい。50坪一つやっても採算に合

いませんから、少なくとも四つ、五つ、まとまったところということになる

と四つで200坪、50坪で４か５区画であれば250坪の広さがないと開発業者手

をつけてくれないという状況がありますんで、そういったところでお分かり

のように空いてるところがあるんだけども、そこがちょっと狭いためにどう

してもそこから先に進んでいかない。町でも同じような悩みを抱えておりま

す。ですから、空いてるところが150坪あるんだけど、何とかしてくれって言

われてもちょっと狭過ぎる。もう少し広く利用できないと民地の利用につい

ても簡単にはいかないということがございますんで、そういったところも含

めながらやっていきたいというふうに思ってます。 

今見てお分かりのとおり、まるじゅうさんの向こう５区画できております。

あるいは東山北のほうですと、もともと住宅であったところとか、あるいは

田んぼとか畑だったところが区画整理されてどうにか住宅地になってるとい
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うようなところもかなり見受けられます。そういったような単に所有者だけ

ではなくて、そこに住まわれる方、住みたいと思われる方の要望にあったよ

うなところが必要だというふうに考えております。 

私が一番最初の頃から皆さんに聞いてたところは、まず山北町に来てみよ

うと住んでみようというときに、若い方ですと子どもの病院がどこにあるか、

歯医者さんがあるか、あるいは病院があるか、幼稚園や保育園が近いか、小

学校がどこまであるか、中学校まで何分かかるか、こういったことが要する

に一つの目安になる。その中で、やはり小さなお子さんを育てていくために

は、やはりふだんから遊ぶ公園とか、そういったことも必要ではないかとい

うことでぐみの木公園とか、いろいろな公園の整備をさせていただきました。 

ですから、住環境というのはただそこにあるだけじゃなくて、そこの周り

の環境自体が整ってないとやはりそこに住みたいという人が増えていただけ

ないということですんで、ただ単に土地だけあればいいというわけにもまい

りませんので、それらも含めたところで町としては考えていきたいというふ

うに思っております。 

議      長   和田成功議員。 

１ 番 和  田   そういうふうにしっかりと考えていっていただきたいと思いますけど、今

回答の中に関係人口創出といったところで、以前から町長は関係人口創出と

いったところは幾度も答弁されてると思うんですけど、関係人口から観光に

来られて体験したりして山北町のよさを実感してもらって、永住への誘導だ

ったり、地域の受入れ体制、この辺が明確というか、ちょっと薄いのかなと

言ったって、そこを積極的というか強化していかないとその関係人口からの

移住・定住にはつながっていかないかな。その辺についてしっかりと取り組

んでいく必要があると思うんですけど、その辺についての考えをお示しくだ

さい。 

議      長   町長。 

町      長   関係人口については、以前から山北町に関心を持って土曜、日曜等に例え

ばサイクリングであるとか、いろいろなところで年に10回ぐらい来ていただ

けるような方がかなりいらっしゃいます。そういう方のＧＰＳを使った数値

を見てみますと、茅ヶ崎が一番多いらしいです。ほかにも厚木であるとか、
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近隣では小田原とかもちろんありますけども、そういった皆さんの動向を見

てみますとそれなりに来ていただいているけども、まだまだ茅ヶ崎を退出し

て、山北町に完全に住んでみようというような方はまだそれほど多くはない

というふうに考えております。 

関係人口については、やはりこれからはやっぱり新東名のスマートが完成

しないと、やはり来る時間等を読めないということがありますんで、やはり

スマートが完成すればかなり横浜とか、あるいは直接来られる海老名とか、

厚木の方でしたら非常に早く来れますんで、そういった方も含めてやっぱり

新東名が完成してからの関係人口のさらなる増加というのが期待されますの

で、そういったところに目標を置いて、今現在やってることは実際に今来て

いらっしゃる方、そういう方に山北のよさを知っていただいて、年間に10回

以上来られるんですから、やっぱり行くところが決まってくるわけです。そ

の人にとって、どこでお茶を飲む、どこで食事をする、何を見る、お土産に

何を買って大体固定しています。ですから、そういったような方々の話を聞

いてみますと、やはり山北へ来て休憩できるところってどうしても限られて

くる。山北町今現在、非常に喫茶店等が増えております。そういったことも

関係人口には影響しているんではないかなというふうに思っておりますんで、

さらにこれからそういった人も増やしながら、スマートインターの開通に向

けてさらにそういったようなことを考えていきたいというふうに思っており

ます。 

議      長   和田成功議員。 

１ 番 和  田   確かに、関係人口は増えているのかなというふうには見受けられます。 

ただ先ほども申したように、そこから移住・定住につながるような道筋を

しっかりつけていかなきゃいけない、取り組んでいかなきゃいけないといっ

たところで、今ちょっと戻りますけど、空き家バンクもいろいろやられて、

空き家バンクに限らず相談会だったり、いろいろイベントに出てアピールし

たりというところがあるのは存じてます。すごい努力されてるなといったと

ころは分かるんですけれど。 

空き家バンクに関しては、ただ単に情報発信、情報提供だけじゃなく、活

用までの伴走型になってるんではないかという認識なんですけど、それから
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さらにもう一歩新たな支援だったり、施策というところが今後必要なのかな

と思うんですけど、令和８年度以降、何か今までよりプラスアルファの部分、

何か考えていられるんでしたら、御答弁願います。 

議      長   町長。 

町      長   答弁でもお答えしましたけれども、今まで賃貸だけだったものが売却した

い人についても、そういったものを補助費用を受けていこうとか、そういっ

たようなことは当然考えておりますけども、全体的にやはり空き家を持って

る方の認識とそれから来られる方の認識がまだまだかなり違う。要するにテ

レビ等で例えば「ポツンと一軒家」のようなテレビがありますと。例えば広

いところが月３万とか４万とか、そういうので借りれるような雰囲気でやっ

ておりますけど、山北町ではさすがにそういったような物件はなかなか難し

いというふうに考えてますけど、仮にそういう物件がないわけじゃないです。

しかし、そういう物件がもし山北町で300坪あるような農家の方だったら10万

以上はやはり借り賃として設定しなければちょっと難しいだろうというふう

に思っております。 

そういった中で、やはりこれから考えていかなければいけないのは先ほど

も関係人口でもそうですけども、要するに今来てる方はどちらかというと何

度か山北町に、県外の茅ヶ崎とかそういう方が来られてる。もう少し今度は

横浜、東京になってくるともうほとんどの方がキャッシュレスになってきま

す。ですから、現金はあまり持たないで全部できるような体制を町のほうで

も早く進めていかないと、そういった関係人口あるいは来られる方が当然都

会ではキャッシュレスでほとんどカードで済む問題が、ここの山北町はまだ

まだ現金が非常に多いということで、そういったことも含めながらやってい

かなければいけないなというふうに思ってます。 

実際に我々が来てほしいのは子育て世代が来てほしいんですけども、要望

があるのはリタイアした人が割と山北町に来たがるというケースがあります。

こういう人たちを積極的に受け入れる方法はあるだろうかということも考え

なければいけないなというふうに思ってます。 

非常に希望が多いわけですから、そういった人たちが単身なり御夫婦で来

られるにも一人か二人で、しかも年齢が60歳以上の方が多いわけですから、
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そういった方が第二の人生として山北町で定住して過ごしていただく方法を

やはりこれからは考えていかなければいけないなというふうに思っておりま

すので、一つの方法だけではなくて、いろいろなパターンに対応できるよう

に考えていかなければいけないというふうに思っております。 

議      長   和田成功議員。 

１ 番 和  田   今回答の中にはいろいろなパターンを考えていかなきゃいけないといった

ところで、定住対策に関して所管課の皆さんが一生懸命やってられるのは存

じてます。 

それによって一つ一つの事業の積み重ねでこの数字ができているんだろう

なというところは分かるんですけど、それ以上の効果を考えるんであれば庁

舎内で都市整備であったり、教育、防災、福祉、企画など実務レベルの庁舎

内横断型のチーム、こういったものをつくって取り組んでいく体制整備が必

要ではないかというふうに考えますけど、その辺についてはいかがでしょう

か。 

議      長   町長。 

町      長   おっしゃるように、今そういったようなプロジェクトチームは子育てのプ

ロジェクトをやっておりますけども、当然そういったような手順に対しても

いろいろな分野が当然関わってきてると思います。今現在は定住課のほうで

やってるのは空き家バンクであるとか、特に最近になってまた全協でも説明

したいと思いますけど、水上地区の開発、非常に大きなところでもうかなり

の年数をかけて皆さんと協議しておりますんで、ああいったところが今の定

住対策課ではメインのところに今なっております。 

それに対して実際に定住対策課ができるところと、それ以外の課が加わら

なければいけないというところがございます。しかし、例えば水上でいうと

道路回さなきゃいけないから都市整備課が入ってきますし、下水道とかああ

いったものは上下水道課も関係しております。 

そういった中で各課が一つのプロジェクトに関わるというのは、これから

非常に大事なことだというふうに思っておりますんで、そういったものを含

めながら、さらに前へ進めていきたいというふうに考えております。 

議      長   和田成功議員。 
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１ 番 和  田   本当にプロジェクトを進めるに当たっては、各課が連携して以前から連携

が必要だという連携してますという回答が以前からあると思うんですけど、

連携してないとは言いません。ただ、もっと連携を強化する、その必要はあ

るんじゃないかなと思うんです。一体的に、それの先、要はまちづくりがあ

ってそこのプロジェクトっていったところで、きちっとまちづくりというも

のを明確にコンセプトというか方針だけではなく、何年後にこういう町にし

たい、だから今これをやるんだ。以前よく使われていたバックキャスティン

グにというような話だったので、その目標に向かって今何をすべきなのかと

いうところをしっかりと捉えながら政策に取り組んでいっていただきたいと

いうふうに考えます。 

続きまして、総合計画だったり、土地利用計画だったりといった計画が多々

ありますけど、町にとって総合計画は上位計画だっていったところは認識し

てます。その下の部分の各種基本計画を制定しているんでありますけど、土

地利用計画が山北町にとってどんな位置づけになっているのかといったとこ

ろを御説明願います。 

議      長   企画総務課長。 

企 画 総 務 課 長   先ほど議員さんのほうから話がありましたとおり、山北町総合計画これが

最上位計画になってます。その下に、この土地利用計画の以外にも、それぞ

れの福祉系、子ども教育、それが全部その下についてるような形になってお

ります。 

ここら辺の連携、連動につきましては、されてるとは思う認識はされたん

ですけども、実際こちら会議を重ねまして、今まではこれは計画作っただけ

の進行管理のみだったんですけども、この第６次総合計画から委員さんから

の答申の中で効果検証をしっかりしてきなさいというような中で、令和６年

にできてますので、５年度のものですので６年度の部分に関しましては全体

の中で、検証の部分に関しましては文書でできるものには文書で表記、また

数字で表せるものに関しましては数量的なもので検証しながら、全体の会議

の中で課題とか、そこを検証してるような状況になっておりますので、ここ

が上位計画の下についた中で一緒に合わせて行ってるような認識でおります。 

議      長   和田成功議員。 
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１ 番 和  田   連携して整合性があって取り組んでいるといったところはある程度理解し

ますけど、果たして計画で実効性があるのかって、より実効性のある計画と

いうんですか、政策というんですか、その辺に取り組んでいかなければまち

づくりというのが進んでいかないのかなというふうに私は考えるんですけど、

その辺について町長いかがでしょうか。 

議      長   町長。 

町      長   山北町は当然、観光立町とか、そういったような中で、住んでいただく方

も増やしていきたい。あるいはまた関係人口とか観光に来ていただく方も増

やしていきたいという政策をずっととっておりますけれども、その中でやっ

ぱり一番難しいのがインフラ整備費ということです。 

ですから、町として例えば新東名のスマートインターだったり、あるいは

246のバイパスであったり、私が就任してから向原バイパスのほうやらせてい

ただきました。おかげさまで、246の向原のほうは旧道を通らなくても行ける

ようになりました。 

そういう中で、どうしても山北町が避けて通れないのが例えば御殿場線、

御殿場線があるがためにそこの通過が大型バスとかそういったものが一切で

きません。こればっかしはなかなかＪＲ東海さんと協議しないとなかなかい

かないというところがございます。 

そういった中で、旧の246もそうですし、あるいは瀬戸バイパスもそうです

けど、いまだに２車線にしか行けませんので、非常に渋滞が毎日起こるとい

うような状態になっています。 

こういったものを含めてまず、インフラが整ってないと簡単にはまちづく

りをじゃあここに道路を通してこうして、それは理想としては当然あるわけ

ですけど、なかなかそこのところは非常に時間がかかる、本当にバイパス１

本つくるにも５年10年という最低の時間がかかりますし、そういった中でま

ちづくりをやっていく中で、私も例えば箒沢のほうに、県のほうにここのと

ころが４か所狭いというので、広げるように何ともう10年以上前に約束をし

たんですけど、それでもいまだにまだ一つしか広がらないということで、あ

と三つ残ってしまってるというふうなことがございます。 

ですから、やはりまちづくりというのは単純にこうしたいからこういうふ
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うになるんだと。例え10年かかっても15年かかってもこういうふうになるん

だというふうなところが、やはり非常に絵を描くことはできるんですけど、

それがいろいろな時代の変化によって少しずつ少しずつ変わっていく。新東

名にとってもそうですけども、当初令和２年に完成するところが９年になり、

今はまたさらに伸びてるというようなことで、何と８年ぐらい伸びたなとい

うふうには思っておりますけども、そういったような中で、やはりまちづく

りというのは、住んでる人たちが生活しやすいようにやっていかなければい

けませんので、そういったところを重点的に考えて、町としてはやっており

ますんで、決して山北町がほかのところと比べて特別に遅れてるとか、そう

いったようなことではなくて、やはり地形的な問題、歴史的な問題、文化的

な問題、様々な問題を含みながら、一つずつクリアしながら前へ進めていく

べきだというふうに私は考えております。 

議      長   和田成功議員。 

１ 番 和  田   今、町長の答弁で前に進めていきたいといったところで、やはり各種計画

というのはそれぞれまちづくりに対して課題等があるので、それに対して計

画というものをつくっていっているんだという認識なんですけど、そこを計

画が計画だけで終わるんではなく、実効性のあるものにしていかなければい

けない。そこを積極的に取り組んでいかなければいけないのではないかとい

ったところで、最後にですけど積極的に実効性のある政策へとつなげていく、

その辺の考えについてお聞かせ願えればと思います。 

議      長   町長。 

町      長   答弁でもお答えしたとおり、やはり基本になるのはまず第６次総合計画が

一番最初にあって、そしてそれに付随して土地利用であるとか様々な計画が

ございます。こういったものをしっかりやって次につなげていくことが私は

まちづくりにとっては一番重要ではないかというふうに考えております。 

ですから、急に何かいいことがぱっとできるというようなことはございま

せんので、やはりしっかりした計画をつくって、それを少しでもいいから前

へ進めていく。あるいは、時代に合ったものでなければ、少し手を加えて変

えていく。そういったようなことは当然、総合計画でも５年ごとに見直しと

かしておりますんで、そういった中で、前へ進めていくのが一番私はまちづ
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くりにとっては大事なことだというふうに思っております。 

ですから、魔法のようなことは実際にありませんので、何とか議員の皆さ

んと一緒になってまちづくり総合計画をつくらせていただいた経過もござい

ますので、これをしっかりと進めながら手を加えて今の町にあったようなや

り方に少しずつ変えてくというのが、私は一番必要ではないかというふうに

考えております。 

議      長   次に、通告順位２番、議席番号４番、高橋純子議員。 

４ 番 高  橋   受付番号第２号、質問議員４番、高橋純子。 

件名、「ＩＣＴ教育のさらなる充実を」。 

本町では、2019年以降、国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、一人１台端

末の整備と、ＩＣＴを活用した学習環境の整備が進められてきた。現在は「導

入期」から「活用・定着期」へと移行している段階にあると認識している。 

このような中で、ＩＣＴの活用が子どもたち一人一人の学びにどのような

効果をもたらしているのか。また、教職員にとって無理のない形で日常の授

業の中に根づいているのかが、今後の教育の質を左右する重要な視点である

と考える。 

あわせて整備されたＩＣＴ環境が単なるデジタル化や学習効率の向上にと

どまることなく、論理的に考え、試行錯誤を重ねながら課題を解決していく

力、特にＩＣＴ教育を通じて育まれる力が子どもたちの生きる力や深い学び

につながっていくことが期待される。 

こうした観点から、今後どのように子どもたちの学びを充実させていくの

かを問うため、以下の質問をする。 

１、ＩＣＴを活用して、「山北スタンダードカリキュラム」にある自分の

思いを伝え、相手の考えを受け止められる子どもに育っているか。 

２、ＩＣＴは、子どもの考える力をどう伸ばしているか。 

３、ＩＣＴ教育をどのように位置づけ、子どもたちの生きる力につなげて

いくのか。 

以上。 

議      長   答弁願います。 

町長。 
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町      長   それでは、高橋純子議員から「ＩＣＴ教育のさらなる充実を」についての

御質問をいただきました。 

初めに１点目の御質問の「ＩＣＴを活用して「山北スタンダードカリキュ

ラム」にある自分の思いを伝え、相手の考えを受け止められる子どもに育っ

ているか。」についてでありますが、ＩＣＴ教育は従来のアナログ形式で行

ってきた教育にタブレット等を導入することにより、お互いの利点を合わせ

て、よりよい教育を行うことです。 

ＩＣＴを活用することで、これまで以上に視覚的な授業が可能となり、授

業の準備も容易となります。そうしたＩＣＴの利点を生かし、実際に見たり

触れたりする実体験も大切にしながら、より効果的なＩＣＴの活用場面を考

えて取り組むことが重要になります。 

本町では、令和２年度と令和３年度の２年間で、小・中学校に一人１台パ

ソコンを導入するとともに、教職員のＩＣＴ活用基礎能力の向上及び支援を

目的としてＩＣＴ教育支援業務委託を開始いたしました。 

また、令和５年度には「ゼロ歳から15歳までの一貫教育、保育の基本方針」

にのっとり、山北スタンダードカリキュラムを策定し、ハードとソフト両面

の整備を行いました。 

山北スタンダードカリキュラムでは発達段階に応じた「受け取る力」「伝

える力」を設定しております。義務教育の最終である15歳の目指す「受け取

る力」を聞き取った内容や表現の仕方を評価して、自分の考えを広げたり深

めたりする力と設定しています。 

また、「伝える力」は、根拠を基に自分の立場を明確にし、相手が理解・

納得できるよう論理の展開を考えて説明する力や場の状況に応じて言葉や表

現を工夫し、分かりやすく伝える力としております。 

こうした「受け取る力」と「伝える力」を育成するために、園、小・中学

校では日常の保育・教育活動に取り組んでおり、ＩＣＴを自分の考えを伝え

るツールの一つとして、活用しております。子どもたちはパソコンを使い、

自分の考えを伝えるための情報を収集し、発表用ソフトを用いて写真やグラ

フなどを示して発表する活動に取り組んでいます。 

また、電子黒板等を使った授業により、画像や動画を見たり、音声を聞い
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たりすることで、学習内容の深い理解にもつながっています。 

こうした活動を通して「受け取る力」については、相手の考えを聞き取り、

その内容や表現の仕方を評価し、自分の考えを深める姿や「伝える力」につ

いては、根拠を基に自分の立場を明確にし、相手が理解・納得できるように

論理の展開を考えて説明しようとする姿が授業の中や学習発表会など、学習

活動の随所において見られています。 

パソコンの活用とともに、直接人と関わり、対話による表現の機会や見学

観察などの場を設定し、パソコンと実体験の両面の学習により、子どもたち

の「受け取る力」「伝える力」を育成しています。 

次に、２点目の御質問の「ＩＣＴは子どもの考える力をどう伸ばしている

か。」についてでありますが、「考える力」については、課題を論理的に考

え、解決に向かう力と捉え、各教科において育成しております。 

体育の授業では、自分の演技や演技中の動きを撮影して見直しや音楽の学

習の際には、自分たちの合奏等を録画して聞き、改善点を考える際にＩＣＴ

を活用しております。動画や写真を撮影することにより、客観的に観察した

り、比較したりでき、課題の発見と解決方法を考える手だてとなっておりま

す。 

中学校では、技術・家庭科では、プログラミングの学習をしております。

計測・制御のプログラミングによる問題解決の学習を通して、順次、分岐、

反復といったプログラムの構造を支える要素についての理解や計測・制御シ

ステムの構想について、論理的に考える力を育んでいます。 

このように、ＩＣＴを活用することでより視覚的に客観的に比較して対象

を捉えることができ、課題を発見する力の育成につながっています。 

そして、その課題から情報収集、比較、整理、表現を通して課題を解決す

る「考える力」を伸ばしています。 

次に、３点目の御質問の「ＩＣＴ教育をどのように位置づけ子どもたちの

生きる力につなげていくか。」についてでありますが、生きる力とは確かな

学力（知）・豊かな人間性（徳）・健やかな体（体）の三つの要素がバラン

スの取れた力とされています。 

本町では、ゼロ歳から15歳までの一貫教育、保育の11分野の領域の一つと
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して、ＩＣＴ教育カリキュラムを作成し、育ちと学びのつながりを意識した

より質の高い教育・保育の実施を目指し、「情報活用能力」や「情報モラル」

の育成に取り組んでおります。 

この「生きる力」につなげるために、「情報活用能力」として発達段階に

応じてＩＣＴに「触れる・慣れる・使う・活用する」という目標を設定し、

各教科等の学習を通して育成しています。 

また、「情報モラル」についても、約束やルールを守る、他者や社会への

影響を考える、自分の責任について考え行動するなど、子どもたちが情報を

正しく使えるようになることを目指しております。 

こうした情報についての正しい知識や情報の先にいる人を想像する思いや

りの気持ちなどが、ＩＣＴを使う上での「生きる力」として重要なものであ

ります。 

社会の急速なデジタル化が進む時代を生きる子どもたちには、今後、園や

学校の教育活動のみならず、生活する上で必要不可欠なものとなります。そ

うしたＩＣＴを上手に正しく使い、変化の激しい時代を他者とよりよく関わ

りながら、自分らしく生きていく力の育成に努めてまいります。 

議      長   高橋純子議員。 

４ 番 高  橋   私がこの「ＩＣＴ教育のさらなる充実を。」と件名にいたしました理由と

しましても、中央教育審議会では、現在、ＧＩＧＡスクール構想を単なる端

末配付の段階から教育の質そのものを高めるＮＥＸＴ ＧＩＧＡへと進化さ

せる議論が進められています。 

2025年から26年にかけては、次期学習指導要領改訂に向けた大切な節目だ

と考えておりました。なので、山北町の子どもたちがＩＣＴを通して、ただ

機器を使いこなすだけではなくて、使い方次第では自ら考え、表現し、他者

と協働しながら、これからの時代は安心して明るい未来へと歩んでいってほ

しいという願いを込め、そしてその子の今の時期にどう育てたいかがこれを

山北町の考えはどのようになっているのか、そのような思いでこの質問をさ

せていただきました。 

再質問をさせていただきます。 

ＩＣＴ教育のさらなる充実ということで、カリキュラムにあるアナログの
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形式から教育にタブレットを導入して、いろいろと変わった面があるという

ところがありますけれども、もう少し具体的に教育支援の業務委託が開始し

た経緯なども聞かせていただけたらと思いますが、いかがでしょうか。 

議      長   子ども教育課長。 

子ども教育課長   ＩＣＴ支援業務の委託の関係かと思いますが、町長の答弁にありましたと

おり、令和３年度に一人１台パソコンの導入に伴いまして、教職員のＩＣＴ

活用基礎能力の向上及び支援を目的として委託を開始したものでございま

す。 

具体的には、小・中学校それぞれに年間24回支援員の方に訪問していただ

くということになっております。 

支援員の方につきましては、授業及び公務の支援、あと環境整備支援、あ

とトラブルの対応等をしていただいてます。 

あと訪問日以外につきましては平日に限られるんですが、電話、メールで

対応のほうも行っていただいております。 

議      長   高橋純子議員。 

４ 番 高  橋   詳しくありがとうございます。 

ＩＣＴ教育支援の業務委託といいましても、やはり委託の内容としても町

の考え方に合った形で業務を委託しておられるということが分かりました。 

まず、山北町では、山北の教育、保育という令和７年度にちょうどＩＣＴ

を活用するというところの項目があります。なので、ＩＣＴ支援を業務委託

をされて、そしてこのカリキュラムを進めていこうという、それが教育の方

針にのっとっているものであると理解はしました。 

ＩＣＴ教育一くくりにしましても、いろいろと事業があるかと思いますが、

この山北スタンダードカリキュラムがハード面とソフト面両方の整備を整え

ながら進めているということで、ある一定の評価は受け止めるんですけれど

も、これが子どもたちに伝わっているか、その環境の状況を一つお聞きした

いと思いますが、いかがでしょうか。 

議      長   教育長。 

教 育 長   ありがとうございます。 

ただいまの御質問に対して、答えられる範囲でお話しします。 
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まず山北ＩＣＴ教育、これにつきましては先ほど課長から答弁があったと

おり、ＧＩＧＡスクール構想に基づきながら、山北町でも一人１台端末とい

うことでタブレットを使った活用、そういうものの中で学習に取り組んでい

るところでございます。 

園については、その辺りについては子どもたちが持つものではなく、先生

のほうで使った形の中でのＩＣＴを取り組んでいるというのが一つの現状か

と思います。 

今言った環境の部分ですけれども、この環境というのは申し訳ございませ

んが、ネットワーク関係のことなのか、ちょっとその辺りもう一回確認させ

てください。 

議      長   高橋純子議員。 

４ 番 高  橋   失礼いたしました。 

子どもたちがそのＩＣＴの環境の中にいて、子どもたちが実感する環境の

中の状況というのはいかがでしょうかということです。 

議      長   教育長。 

教 育 長   今の環境というのをＩＣＴ、要するにタブレット等を使った授業とか、そ

ういうことの環境という理解でよろしいですか。 

まずは以前、私自身が学校現場にいたときから比べて、今の時代はパーソ

ナルコンピュータ要するにパソコン、今はタブレットですけども、そういう

形の中で活用できる、これは子どもたちにとっても教師にとっても非常に教

育を進めていく上でのツールとして有効だとは思っております。 

ただ、その中で、例えばちょっとしたときに調べたい。昔で言えば辞書を

使ったり、そういういろいろな時間的なロスとかそういうものもある中で、

今は本当に入力することによって、そういう調べることもできる。それだけ

当然これは効率的な部分にもなろうかと思いますが、子どもたちはより幅広

い内容について調べたりすることができます。それが広がることによって、

子どもたちの今度発表をしていくとか、提案していく、または理解していく、

そういう中で、幅広さが広がってくると思っております。 

一応、環境的にはそういう意味では有効かなというふうに考えますけれど

も、以上です。 
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議      長   高橋純子議員。 

４ 番 高  橋   いろいろ授業の中で、かつツールの一つとして活躍しているというのはも

う手に取ってみて、そして生徒たちもそして公務のほうでも活用されている

というお話ありました。 

それを受けて、やはり既に５年以上経過しているという段階で、今現時点

で見えている課題や改善すべき点があるというのであれば、どのようなもの

が考えられるかということは、いかがでしょうか。ありますでしょうか。 

議      長   教育長。 

教 育 長   実際導入してからかなりの年数がたっているのが現実でございます。ただ、

このカリキュラム、特に山北町のスタンダードカリキュラムの中のＩＣＴ教

育カリキュラムにつきましては、昨年出来上がった状態でありますので、カ

リキュラムの中身、ＩＣＴの部分に特化して言えば、今ようやく山北町はち

ょっと遅れてるような状態にはなりますが、スタートしたところです。 

これについては、先ほど来、出ているように幼稚園段階から小学校、中学

校、そういう段階、子どもたちの発達段階に応じた中で、ＩＣＴの部分をど

う活用していくか、また、それを使った授業展開をどう進めていくか。これ

がようやく全体的なスタイルが見えてきて、新しく例えば山北に見えられた

先生であっても、そういうものを参考にしながらこういう進め方で山北町の

ＩＣＴ教育が進められているのかなということは理解していただけるかと思

います。 

これもカリキュラムができたからといって、それが今度実践化しなければ

当然意味がないわけですので、今その辺りについてはＩＣＴ、学校の中には

昔で言いますと視聴覚教育担当とかいう形の中でおいてるわけですけども、

その先生方を中心に山北のＩＣＴの教育どういうところで活用していこうか。

先ほど来出ているように一つは動画であるとか、それから音楽であるとか、

いろいろな活用の仕方ができるかと思いますが、そういう取組の中でしてい

て、今現在は課題というよりも今取り組んでいる段階ですので、まだその辺

りについては今後の精査が必要かと思います。 

以上です。 

議      長   高橋純子議員。 
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４ 番 高  橋   もうおっしゃるとおり、このＧＩＧＡ構想、ＧＩＧＡスクール構想は最初

の出だしがまず機器の環境を整える、それこそ機器を用いて教育環境を整え

るところからの発信ですので、無理もないかなと思います。機材を活用する

というところからの位置づけが根拠にあるゆえ、今このようにＩＣＴを使う

という段階に模索しつつ考えておられるということはすごく理解ができると

ころであります。 

ただ、やはりどんどん時代は進んでおります。そして、山北町ならではの

独自のスタンダードがこれからまた出発していくのかなという点を考えてい

く段階では、やはりもう今ここでどのような進め方をしたらいいのかな、そ

ういうふうな考えに至ってもよろしいのではないかと思う中で、まずは改善

すべき点というふうには言いましたけれども、これから進むべき子どもたち

のＩＣＴを活用した考え方、受け止め方、そして試行錯誤する、そういう評

価も得られている中で、今後どのように考えていかれるのか。一つお聞かせ

いただけたらと思いますが、いかがでしょうか。 

議      長   教育長。 

教 育 長   今後のＩＣＴを活用した取組ということなんですけれども、山北に限らず

これは全国の子どもたちに一元言えるかなと思います。その辺から考えます

と、先ほど出ていましたＩＣＴ教育の中で、山北のスタンダードカリキュラ

ム、こちらのほうの伝える力とそれから受け止める力、こちらのほうの視点

から見ますと、まずＩＣＴを活用することは子どもたちが自分の思いを表現

するのには有効だと思います。 

それはなぜかといいますと、一つは話し手である子どもたちが自分の記録

した数式であるとか、例えば文字、それから絵、写真等がこれは電子黒板、

そういうものを活用して全体の子どもたちの前にその子の考えが提示される

わけです。当然そこには言葉として言語として、子どもたちの説明が加わる

わけですけれども、よりそういう視覚の部分と同時に聴覚の部分、耳の部分

でも両方から入ってくる情報がより有効的になると私は思ってます。 

一方、聞き手である子どもたちにとっても、提示されたテキストであると

か、そういう提案内容、または説明の動画、そういうものが相手の要するに

話し手の部分での意図、そういうものも組み取ることができて、そういう相
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互の聞くほうと話すほうのつながりができる、より深まるのかなというふう

に考えます。 

そういう中で、聞き手のほうも今度は聞くだけではなくて、その中に今度

は自分なりのその子の考えをより深めていく、そういうツールにもなるだろ

うし、逆に今度は聞いてた子どもたちのほうが自分から今度逆に出すとき、

発信するときにそういうところもつなげていくことができる、そういう相互

の深まりが今後期待できるかなというふうに思います。 

以上です。 

議      長   高橋純子議員。 

４ 番 高  橋   スタンダードカリキュラム、これからやっぱり進む道もちゃんと道筋を得

て、前に進んでいこうとされているというふうにも理解しました。 

また、授業や発表や学習活動の随時にそういうところを活用されていると

いうところではあります。 

なので、これからもカリキュラムが子どもたちにとって大事な指針である

というところを踏まえて、これからもこのＩＣＴを前にＩＣＴ教育というこ

とでカリキュラムを進めていっていただけたらというふうに思います。 

次に、そうやって子どもたちが考える力をこのように発表会なども踏まえ

て進めているということではありますけれども、子どもたち自身は各課にお

いていろいろ横断した中で、ＩＣＴを使った充実した環境の中で学びを深め

ていると思いますが、一言お聞きしたいのは子どもたちの思考力や表現力、

課題解決力を育てるための教育設計の中核に位置づけていかれる点がＩＣＴ

環境教育を進める上で大事ではないかというふうには思いますけれども、考

える力を伸ばすのに含めて、思考力、表現力、課題解決力を育てる教育設計

の中核に位置づけていかれると、この考えではＩＣＴ教育ではいかなる考え

をお持ちでしょうか。いかがでしょうか。 

議      長   教育長。 

教 育 長   ＩＣＴ教育を考える力、その中核というところなんですけれども、当然Ｉ

ＣＴ教育で考える力の育成というのは、網羅されてると思います。 

その中の一つとしては、考える力で考えますと、情報の処理や整理、こう

いうものは一つ情報の活用能力という視点から見ると有効かなと思います。 
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例えばネットで調べる、検索したり、これはまだ今後の課題になってくる

かと思いますが、例えばこれから導入されるであろうデジタル教科書、こう

いうものも視野に入れながら、必要な情報をやはり効率的に収集する。まず

こういうものを自分の中で整理、統合していく、そういう能力が必要になっ

てくると思いますし、それが生かされるのかなというふうに思います。 

それからもう一つは、共有ツール、これは電子付箋というんですか。我々

ペーパーの中でも付箋をつけたりして、要するに自分が調べたところのチェ

ックをする、そういう機能がたしかあるかと思いますが、そういうものを通

して情報の整理、それから分類、そういうものの中で思考が視覚化できるの

かなというふうにも考えます。 

それから、考える力の重要なところでは思考の深化と比較、これは深化と

いうのは深まっていくという意味ですけれども、分析力は批判的な思考力、

こういうものが考える力の中で、より培われていくのかなというふうに思い

ます。 

それから３点目にアイデアの創造と表現というんですか、これはちょっと

私も調べてみましたが、自分の今度は表現力であるとか想像力、そういうも

のを膨らませていくときに、実はこの間の子ども議会のときにも提案する子

どもたちの中では、ちょうど今そちらの大野議員の後ろの辺りでデジタル黒

板、要するにそこに映像を映して発表者がプレゼンをしました。そういうプ

レゼンを通して、そういうソフトを活用しながら、自分の提案したい内容、

そういうものを動画編集ソフト等を活用して発表につなげていく。その前の

年までは模造紙に自分たちのイメージをつくっていたものが、今年度につい

てはそういうふうにデジタル化したようなところで発表もある、そういうこ

とを考えると、子どもたちのＩＣＴ教育に伴う学びは深まってきているのか

なというふうには感じます。 

以上です。 

議      長   高橋純子議員。 

質問は、端的にお願いいたします。 

４ 番 高  橋   今いただいた形で進んでいるところ、やはり目で見るとやはり力をつけて

きているのかなというところが伺えました。 
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やはりこれも全国的に進んでいるところではありますし、先進事例なども

ありますので、これからやはりこういう先進事例なども全国的に見ると参考

になるところもありますので、そういったところを参考にこれからも取り組

んでいっていただけたらと思います。 

最後に、ＩＣＴ教育をどのように位置づけ、子どもたちに生きる力を育ん

でいただけるかということで、質問をさせていただきました。 

これは教育長にお伺いをしようと思いますけれども、ＩＣＴ教育を使う授

業で終わらせるのか、学びを変える力にまで高めていくのか。これはやはり

私たち大人の責任でもあるのかなと思っております。ＩＣＴは便利な機械で

はなく、子どもたちの可能性を広げる私は翼であるのではないかなというふ

うに思っている中でございます。なので、子どもたちがこれから教育一歩先

を行く挑戦を山北町が続けていっていただけるのであれば、今後どのような

生きる力につなげていっていかれるのか、そこら辺をお聞きして終わりにし

たいと思います。いかがでしょうか。 

議      長   教育長。 

教 育 長   ありがとうございます。 

ＩＣＴ教育をどのように位置づけて、子どもたちの生きる力につなげてい

くか、これ非常に重要な課題だと思っております。 

まずはＩＣＴ教育、これはもう国の文部科学省のほうでも述べているよう

に、生きる力は先ほど町長の答弁にもありましたように、知、徳、体、基本

的なバランスの取れた力というふうに定義されているかと思います。 

この中で、ＩＣＴ教育をこれら三つの要素をどのように育成していくのか、

そういうところで考えますと一つ目の確かな学力である「知」、こちらの部

分ではＩＣＴ教育、これを活用した授業が児童生徒の学習意欲、それから理

解度、こういうものを高めていくと同時に先ほど申したように、考える力、

思考、こちらを深めたり広げたりすることに有効だと思います。 

それから、デジタル教科書やオンライン学習、そういうツールによって個々

の理解度に応じた学習が個別な最適な学びというふうなことで可能になって

いって、知識、技能の定着と活用力が図っていけるのかなというふうに考え

ます。 
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それから、二つ目の豊かな人間性、これは「徳」の部分ですけれども、タ

ブレット端末や電子黒板、こういうものを活用した共同学習では意見交換や

発表を通じて他者の考えを尊重しながら、多様な価値観を理解する、そうい

う力がついてくると同時に、豊かな人間性を育むことができるのかなという

ふうに思います。 

特にそこで注意しておきたいことは、情報モラル、こちらのほうもしっか

り根づいていかないと充実が図れないと思います。 

それから三つ目の健康、体力、こちら「体」の部分ですけれども、こちら

はやはり体育の授業を通して自分の実技を撮影して、動画を確認しながら修

正点を見つけるなど、ＩＣＴ健康、体力の向上にも間接的に役立ちます。 

私自身かつて学校現場を見に行ったときに、ちょうど山北中学校で柔道の

授業がありました。もうその時点で既にビデオを撮った先生がそれを映像で

流しながら、今の動きについてということで自分はやってるほうは分からな

いですから、それはすごく有効な手だてだなと思ったのが、今ではもうほぼ

毎日の授業の中でも生かされている、そういう意味では「体」の部分も生き

る力、全てのものに網羅していく、そういうものがあります。 

そういうことを踏まえて、山北の子どもたちへの教育もＩＣＴ教育を活用

しながら、やはり山北スタンダードカリキュラムにのっとって、山北の子ど

もたちをよりどこの場所に出ても頑張っていただける子どもたちにしていき

たいな、なってほしいなということを思っております。 

以上です。 

議      長   ここで暫時休憩をいたします。再開は10時50分といたします。 

                                     （午前10時32分） 

議      長   休憩前に引き続き、一般質問を行います。       （午前10時50分） 

通告順位３番、瀬戸伸二議員。 

３ 番 瀬  戸   受付番号第３号、質問議員３番、瀬戸伸二。 

件名、「山北町の農業再生に向けて」。 

当町にとって農業は重要な産業であるが、この５年間で約60％の農家が減

少している。これは農業就労者の高齢化や後継者不足が大きな原因と考えら

れる。このままだと山北農業は衰退の一歩をたどることが懸念される。 
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そこで、農業の再生に向けた取組を早急にすべきと考え、以下の質問をす

る。 

１、農家が最も頭を悩ませている問題は鳥獣被害である。第６次総合計画

では、鳥獣被害対策に新技術の導入を検討するとあるが、具体的な内容と今

後の方針は。 

２、耕作放棄地、遊休農地を増やさないためにも、新規就農者や帰農者の

確保が重要になると考えるが、現在どのような対策を講じているのか。 

以上。 

議      長   答弁願います。 

町長。 

町      長   それでは、瀬戸伸二議員から「山北町の農業再生に向けて」についての御

質問をいただきました。 

初めに、１点目の御質問の「農家が最も頭を悩ませている問題は鳥獣被害

である。第６次総合計画では鳥獣被害対策に新技術の導入を検討するとある

が、具体的な内容と今後の方針案は。」についてでございますが、本町にお

ける鳥獣被害につきましては、年間を通して町内全域で農産物への被害が発

生しており、住宅地付近での目撃情報も増加しています。 

さらに、大型獣の通り道や掘り起こし等によって、農地やのり面の崩壊な

ども発生し、農家の栽培意欲低下が問題となっており、引き続き捕獲や防護

柵の設置に関する取組を推進してまいります。 

また、「鳥獣による農林水産業等に関わる被害の防止のため、特別措置に

関する法律」に基づき策定した「山北町鳥獣被害防止計画」には、今後の取

組方としてＩＣＴ機器やＧＩＳの活用を注記しており、順次進めていくとこ

ろです。 

実際に駆除等を行う鳥獣被害対策実施隊とは、駆除活動における遠距離操

作機器やセンサーなどの活用を図るために情報交換を行っております。 

なお、狩猟用ＧＰＳマーカー、罠用発信器、デジタル簡易無線機などの機

器については、国の鳥獣被害防止対策交付金を活用し、鳥獣被害対策実施隊

に配備しております。 

これにより猟犬を使う駆除活動における効率向上や罠の見回り作業の負担
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軽減につながっております。引き続き、鳥獣被害対策のＤＸ化などの情報収

集に努め、本町の状況に合った新技術の新製品があれば、鳥獣被害対策実施

隊と相談の上、導入を進めていきたいと考えております。 

次に、２点目の質問の「耕作放棄地、遊休農地を増やさないためにも、新

規就農者や帰農者の確保が重要になると考えているが、現在どのような対策

を講じているのか。」についてでありますが、農業委員会では毎年農地の利

用状況を現地調査する「農地パトロール」を実施しており、遊休農地の所有

者に対しては今後の農地利用の意向についての調査を実施しております。 

その結果、譲渡や貸付けが可能な農地の台帳を作成し、新規就農者等の農

地を取得したい方に対して、希望に沿った農地を紹介するなど農地の貸し借

りの促進を図り、遊休農地の解消を進めております。 

このような取組の成果といたしましては、ここ数年で10名以上の新規就農

者がおります。今年度の新規就農者は３名で、そのうち２名の方は町外から

の移住の方で、いずれも露地野菜づくりを予定されております。 

今後も、定住対策課と農林課が連携して移住者の就農希望に丁寧に対応す

るとともに、町外への情報発信といたしましては、県主催の市町村合同新規

参入就農相談会に参加し、本町の魅力とともに農地の情報を提供してまいり

ます。 

議      長   瀬戸伸二議員。 

３ 番 瀬  戸   周りの山々を見渡すと荒れ果てていると、私の幼い頃から比べるともう大

分風景が変わってきたなと感じるところです。 

そこで、今回このテーマにしたのは、再生に向けてやはり100年単位で時間

がかかるのかなという思いがあります。今ここに手をつけなければ、また先

に先に伸びてしまうのではなかろうかと思って、この質問をしました。 

そこで１点目に、町長にお伺いしますが、私自身は山北町にとって農業が

重要な産業と考えているんですが、町長はどのようにお考えでしょうか。 

議      長   町長。 

町      長   私も実際に今現在２問目の質問と似ておりますけども、ほかから山北町へ

来て農業をやっていただく方が10何名以上いらっしゃいます。結構皆さん、

土地の面積もかなりの面積をやってる方もいらっしゃいます。そういったよ
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うなことを含めて、やはり農業をやる方が高齢化して、そして非常に続けて

いくことが難しいというようなこともございますんで、そういった意味も含

めるとやはりもう一つの方法としては、新しい方がやってみたいというよう

な方を積極的に受け入れて、そして山北町の農地をどういうふうに使ってい

くか。かつては山北町ミカンが非常に多かったんですけども、今の時代では

いろいろな作物、果樹だけではなくていろいろなものが考えられるというふ

うに思っておりますんで、そういったものを積極的に増やして、その中でや

はり鳥獣被害というのは非常に深刻な問題ですので、うちだけではございま

せんけども、そういった中で鳥獣被害対策もいろいろなセンサーとか、いろ

いろなものを使えるものは使いながら、さらにそういったような被害を防い

でいく方法がこれからさらに重要ではないかというふうに思っております。 

議      長   瀬戸伸二議員。 

３ 番 瀬  戸   まず鳥獣被害についてお伺いしますが、鳥獣被害の地域からの申告という

のはどのぐらいあるんでしょうか。 

議      長   農林課長。 

農 林 課 長   地域からの鳥獣被害の報告でございますけれども、令和６年度が９件、令

和７年度12月末現在で７件でございます。 

また、遡って令和４年度が26件、令和５年度が23件という結果から考えま

すと、電気柵等の補助、または駆除、広域柵によって農業被害が明らかに減

っているというような見方もできますが、先ほど御質問にあったとおり、耕

作放棄地が増えておりますので、有害獣にあった被害地が耕作放棄地になっ

て耕作しないようになると被害報告も少なくなるといううがった見方も考え

られますので、注視が必要かと考えております。 

議      長   瀬戸伸二議員。 

３ 番 瀬  戸   今課長がおっしゃったとおりなんです。申告が減ってるというのは、耕作

放棄地が増えているという証ではなかろうかと思うんです。よって申告がな

いから対応しないではなく、やっぱりパトロール等でどういう被害が生じて

いるのかということも把握する必要があるのではなかろうかと感じるんです

が、いかがでしょうか。 

議      長   農林課長。 
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農 林 課 長   おっしゃるとおりだと思います。 

まずは被害報告をしていただくということが、意外と高いハードルであり

ますので、ＪＡ農協さんと共同でとにかく被害届を出してくれと。紙に書く

のが面倒くさい場合は電話で報告、自分のところの農地でこういう被害があ

ったという御連絡さえいただければ、私どものほうでそれを書き写して被害

届にするというような活動もしております。 

もちろん農協、町、両方のホームページのほうにも被害届を出していただ

けるようお願いするというようなことを掲載させていただいております。 

被害届、または被害の連絡があった場合は、まずは重大でありますので町

も実施隊の各支部長さんに連絡をさせていただいて、現場のほうに行ってい

ただいてます。それで、被害がどのような有害獣の被害なのかというのを専

門家より確認をしていただいて、罠等が設置できるような場所であれば、す

ぐさま罠を設置していただいて、捕獲できるまで見回り等をしていただいて

るというような形で対応しております。 

議      長   瀬戸伸二議員。 

３ 番 瀬  戸   私も五、六年前までは申告してたんですけれど、農林課から渡されるのは

ロケット花火だけということで、私の周りの農家もほとんど申告しなくなっ

てしまったと。そこで以前、町長に農業の鳥獣被害会議を設けたらどうかと

いうことでお話しさせていただいたんですけれど、獣によって対処が違うか

らそれはやらないということだったんですが、むしろ町民の鳥獣被害に対す

る意識が低下している今なので、鳥獣被害対策会議というものを町民を含め

て設けたらどうだろうかと思うんですが、いかがでしょうか。 

議      長   町長。 

町      長   おっしゃるとおり被害届を出すとか、そういったことと同じようにどこま

でがそういうような皆さんの認識が強いのか、私のうちでも例えば対応して

あるところに入ってくれば被害が出ますけど、何もしてないところをやられ

たら自分が悪いのかなというふうに認識してしまいます。そういったような

中で、鳥獣被害というのは連鎖的なことだというふうに思っております。 

かつては今でもそうですけど、イノシシとか鹿とか、そういったものが特

に候補に挙がっておりますけど、やはりそれが増えてくというのは例えばほ
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かの鳥であったり、あるいはアライグマだったり、あるいはほかのいろいろ

なものがバランスの中でありますんで、仮に一つだけ抑えてもほかのものが

来てしまうというようなことがあります。ですから、おっしゃるように皆さ

んの認識の中で、鳥獣被害というのがどういう認識でそれを届けていただい

て、その対策を取るかというのは、町にとっても非常に大事な問題だという

ふうに思っておりますんで、ぜひ皆さんと一緒に考えながら進めてまいりた

いというふうに思っております。 

議      長   瀬戸伸二議員。 

３ 番 瀬  戸   先ほど申した鳥獣被害対策会議を設けるということで、よろしいんでしょ

うか。 

議      長   農林課長。 

農 林 課 長   まず町には鳥獣被害防止対策協議会というのが設立してありまして、これ

はどういった会議かって言いますと、町と先ほど申し上げました鳥獣被害対

策実施隊、いわゆる猟友会、こちらとあと生産者代表としてＪＡかながわ西

湘から２名、それと鳥獣保護員という形で、あと環境課の職員という形でな

ってまして、要は捕獲する側と生産者側、そしてまた被害に対する防止をす

る側、町なんですけど、この三者で会議をしております。 

この中では、例えば今後、先ほど申し上げた鳥獣被害対策計画がございま

すので、こちらでどういう形で対応していくかということと、先ほど来、話

が出てます例えば被害届なり被害報告がなければ、もちろん勝手に動けるわ

けではないので、やっぱり原点はそこになるんですけども、先ほど議員さん

もおっしゃってたようになかなか農家の方がそういう被害届とかやっても無

駄だからみたいな形になりますので、その辺は生産者代表のほうの農協さん

を通じて、いろんな場面で被害届を出すようにお願いをする等の話合いも年

に１回以上しているような状況でございますので、もしおっしゃるような形

でもっと一般の町民の方の御意見等を伺うということであれば、この協議会

の中でそういった調査なり意見を聞くという形を協議会の名前でやりながら、

その議論をするには先ほど言ったメンバーですので、一応専門的な見地があ

るというようなことで会議のほう開催しておりますので、今そういう形で皆

さんの意見をより聞くという形で、この協議会で対応していくのがいいので
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はないかと思います。 

議      長   瀬戸伸二議員。 

３ 番 瀬  戸   １月の終わりに、日向地区ちょっと視察させてもらったんです。鹿の被害

がすごいということで、鹿が大根の葉っぱを食べるのは知ってたんですが、

大根を食べている。ああいう光景を見たのは初めてだったんです。そういう

部分ではやっぱりそこに地域が変わるべきではなかろうかと私は思うんです

が、いかがでしょうか。 

議      長   農林課長。 

農 林 課 長   日向についてはもう数年前からそのような被害が、当然住宅地と浅間山と

農地が重なっているようなところで、また日向については町外からの来訪が

多く見受けられます。 

また、川を挟んで平山地区からもあるということで、かなり鹿なり、また

は一部イノシシの被害もありまして、県の専門家に数年前に来ていただいて

どこから侵入しているんではないかということとか、現地調査をいたしまし

た。今申し上げたとおりに、あそこについては多方面から鹿ないしイノシシ、

両方が入り込んでるということで御覧いただいたら分かると思うんですけど

も、ほぼほぼ全ての農地が柵、または電気柵の処置がされていて、それがさ

れていないところというのはほとんど被害が出ているという状況でございま

す。我々も捕獲に関しては確かに猟友会に依頼をして自治体として捕獲をし

ていただくんですけども、あそこ御承知のとおり住宅張りついてて、または

人の出入りがかなり多い、市民農園、ふれあい農園もございますので、そう

いった場所というのは罠というのは仕掛けることがなかなか難しいというこ

とで、ましてや猟銃での狩猟もできませんので、どうしても皆さんの農地を

柵等で防いでいただくというような形でしかなかなか防御手段がないという

ような状況でございます。 

ただ、先ほど申し上げました平山側から入ってくると思われる鹿について

は、今年度まで平山の広域柵というのを設置しまして、平山の洒水の滝は北

足柄側からの侵入というのはかなり少なくなるんではないかというような予

測を持って、町の広域柵の事業を実施しましたので、今後、おそらくそうす

ると浅間山のほうから降りてくるということがあるとは思うんで、また浅間
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山内のほうで、どれだけ駆除等捕獲ができるかというのを含めまして、先ほ

ど言った形で専門的な見地を持つ猟友会、自治体の皆さんとまたちょっと調

整をしながら、被害のほうは知ってますのでその辺は日向に限らず、そうい

った被害が深刻な場所については、なるべく早く対応ができるようにしてい

きたいと考えております。 

議      長   瀬戸伸二議員。 

３ 番 瀬  戸   対策会議に地域を入れるということは考えないでしょうか。 

議      長   農林課長。 

農 林 課 長   すみません。地域の方を会議に出席していただいてということになると、

先ほど申し上げたとおり、いろんな場所のいろんな方がありますので、でき

ましたらそういう実情が調査できるような形、聞き取り、ヒアリング等を行

いながら実情の被害を把握して、皆さんの意見を聞かせていただくというよ

うな形を取りたいと考えております。 

議      長   瀬戸伸二議員。 

３ 番 瀬  戸   次に、「新技術について」。 

回答書ではＩＣＴの活用等が書かれてるんですが、令和６年12月に私同じ

ような質問をさせていただいたんですが、そのときにドローンを活用すると

いうような話があったんですが、ドローンの活用についてはどのようにお考

えでしょうか。 

議      長   農林課長。 

農 林 課 長   ドローンの活用につきましては、イノシシや鹿などの野生動物の侵入経路

であるとか、いわゆる巣などを夜間飛行して赤外線カメラ等で分析をして、

夜が明けたら猟を行うというようなことを行って、捕獲の実績を上げている

というような事例もたくさんあります。 

また、今のドローンで、音とか光を出して野生動物を追い払うというよう

な形でドローンを使ってるという事例も承知しております。 

ですが、以前からドローンというのは町でもほかの用途で、例えば林業の

分野であるとかというのも導入を検討しておりまして、来年度農林課のほう

では導入する予定なんですけども、今言ったような相手が野生動物、生きて

る動くものに対して音や光、または夜間飛行、こういったものができるドロ
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ーンというのはなかなか高価なものでございます。あと機体の高価さだけで

はなくて、操縦技術というのがかなり高度なものが必要でございます。なの

で、高価な機体と高度な技術が必要ということで、それを考えますと。また

山北町御存じのとおり、急斜な谷合のところで追い払いとか、巣の発見とい

うのがなかなか地形的にも高い技術を要さないと導入してもなかなか結果が

得られないというような事例も聞きますので、後、ドローンを使った今言っ

たような作業を委託することも可能なんですけども、それもかなりの高額だ

というような形でございますので、今現在で具体的にドローンを導入すると

いうよりも、先ほど来申し上げている電気柵であるとか、そういったものの

活用のほうが効果が上がるという今段階でございますので、具体的にドロー

ンを導入するという予定は今のところはございません。 

議      長   瀬戸伸二議員。 

３ 番 瀬  戸   神奈川鳥獣被害対策支援センターでは、来させないための環境整備、入ら

せないための防護柵や追い払い、それと増やさないための捕獲ということを

３本柱にしてます。ここで山北町は、どこに一番力を入れるべきとお考えで

しょうか。 

議      長   農林課長。 

農 林 課 長   神奈川鳥獣被害対策支援センター、いわゆる先ほど私申し上げましたとお

りに、まちで何か柵とかやるときにはそこに御相談して、そこの相談員が来

ていただいて今先ほど申し上げた平山なんかもこういうところに柵を設置す

れば有効ではないかというような専門的な助言をいただいているんですけど

も、山北町は先ほど申し上げましたように、山北町鳥獣被害防止計画という

のがございます。 

先ほど言った三つの大きな柱もそれぞれ町では例えば来させないための環

境整備は集落環境整備として、入らせないための防護柵や追い払いは防護対

策、増やさないための捕獲を捕獲として位置づけております。 

特に鹿やイノシシの大型獣に関しましては、年間これまで800頭前後の捕獲

をしております。ただし、統計的には令和４年度から微減が続いておりまし

て、これも効果なのかというとこでなかなか判断難しいんですけども、現在

ではそれよりも減少が続いておるような状況なんですけども、年間800頭の鹿
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とイノシシを捕獲しているというのは毎日１頭では足らないぐらいに捕獲し

てるという事実がございますので、まず一つ目は捕獲を重点的に対策として

行っているというのが町の状況でございます。 

また、防護対策として先ほど来申し上げている広域柵は、町が直接設置を

している広域柵で、これまでこの４年間で平山地区、今後は来週予算に関す

る現地視察で清水地区にも御覧いただくんですけども、そういった箇所も数

百メーター単位で設置をする場合は、町がまずは柵をして鹿やイノシシの個

体の密度を減らすというような対策で柵を設置します。 

それとは別に、個人の方が先ほど来申し上げている電気柵とか、普通の柵

を畑、田んぼ等に設置する場合は３分の１、２分の１、３分の２というよう

な補助金で柵の設置を補助しております。こちらの補助も毎年おおよそ200万

程度の助成金が支払われておりまして、柵の助成に関しては令和４年度35件、

５年度39件、６年度42件、７年度は12月末までで29件とコンスタントに30件

から40件の間で件数としてなんですけども、皆さんの御自身の防護柵の助成

を行っておりますので、もう一つのやはり柵の設置等で防御ということで力

を注いでるというのは二つ目に柵設置等が挙げられると思います。 

もう一つの来させないための環境整備というのは、例えば耕作放棄地にミ

カンとか柿が放置してあるとかというので、野生動物が誘引されるというよ

うな環境はよくないというところでこの環境整備というのが大きな柱に挙げ

られているんですけども、これに関しては町が勝手にあそこのミカンとか柿

を切るということもできませんので、これはあくまでも地域の皆さん、農家

の皆さんと共同でそういったことは御自身の畑にあるそういう誘因するもの

は何とかしてくださいというようなお願いをしなければいけないので、ここ

に関しては今の段階だと捕獲と防御を先にやって、並行してお願いしていく

ということで、その３点の中ではここの対策というのはまだ十分ではないと

いうか、重きがまだそこまでいってないという状況でございます。 

議      長   瀬戸伸二議員。 

３ 番 瀬  戸   今来させないための環境整備ということで、この間全国ネットで放送され

た当町には里と山奥を区別する取組を行っている猟友会の人がいます。町も

町有地の提供とか、ふるさと納税で植樹活動の取組を入れたり、支援はして
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いるんですが、森の再生にはやっぱり100年かかるというようなことになりま

す。そのためにはやっぱりこの支援だけではなく、人材育成、人材支援とい

うのも必要になろうかと思うんですが、町長その辺のお考えはいかがでしょ

うか。 

議      長   町長。 

町      長   おっしゃるように森の再生には100年というようなスパンがかかります。

農地とかそういったような遊休農地、耕作放棄地についても同じようにやは

り放棄した時間と復帰する時間は私は同じだと思っており、10年放置すれば

10年かかる。20年放置すれば20年かかるということですから、そういったこ

とがないように、できるだけ対策を講じなければいけないというふうに思っ

ております。 

そういう中では、先ほど農林課長がおっしゃったように、やはりどれか一

つの方法でそれを防げるということではございませんので、捕獲したり柵を

つくったり、いろんなことをしなければいけない。それと同じようなことが

こういったような遊休農地や耕作放棄地でも必要なことであるというふうに

考えております。 

例えば新規就農者をただ入れれば解決するとか、あるいは今耕作放棄地に

なってる農地をこういう方法を使えば大丈夫とかいうような即効的なことは

ございませんけども、できるだけそういったような長いスパンの中でやはり

今までこういったようなことで耕作放棄地とか、遊休農地が増えてきたこと

がございますんで、そういったものを防ぐにはやはりそれぞれの時間をかけ

ながらやっていかなければいけないというふうに思っておりますんで、ぜひ

とも、この方法を一つだけじゃなくていろいろな方法をやりながら、さらに

そういったようなものを防いでいかなければいけないというふうに思ってま

すんで、今までは例えば農地、林地あるいはそういったような区別、山北で

いったらかつてはミカンだったり、今だったら梅だったり、キウイだったり、

そういったようなことがありますけど、そういうことだけじゃなくてほかの

方法もあるんではないかなというふうに思っておりますので、そういった方

法も検討しながら進めてまいりたいというふうに思っております。 

議      長   瀬戸伸二議員。 
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３ 番 瀬  戸   １月の終わりに足柄ジビエ工場のほうにもちょっとお邪魔させていただい

たんですが、その時点で26頭、山北から搬入されていると。ジビエが鳥獣被

害の大きな役割を果たすのかなと思ったらそれほどでもないと。やはりジビ

エ肉の普及が今後重要になってこようかと思うんですが、そのためにやっぱ

りジビエに対する人材育成も結構重要な役割を果たすんではなかろうかと思

うんですが、その辺いかがでしょうか。 

議      長   町長。 

町      長   ジビエに関しては今松田町のところに加工場のほうでつくっておりますけ

ども、利用していただいてる方も多々ありますけど、今度はジビエ料理とい

うことになるとかなり温度差があるというふうに思ってます。 

一方では、すばらしい取組だから、ぜひこういう美味しいものとかそうい

うものをさらにやってほしいという人もいますし、あるいは一度食べたら二

度目はしばらくいいよという方もいらっしゃいます。ですから、ジビエの利

用については、やはり相当の研修とかいろいろなものを含めながら進めてい

かなければいけないというふうに思ってます。 

私どもとしては、ほかのところでよくやっておりますけど、鹿のカレーと

かああいうのがありますけど、私はあまりあの方法はどうかなというふうに

思ってます。 

実際には処分しやすいというか、やりたいのは例えば加工したもの、例え

ばサラミであるとか、ソーセージであるとか、あるいはそういったようなも

のとか、我々が扱いやすいものであればかなりいいんだろうというふうには

思いますけど、もう我々が食べるしかないと。要するにそこでジビエ料理を

食べるしかないという取組については、なかなかハードルが高いんではない

か、うちだけがやってるわけではなくて、日本全国いろんなとこでやってお

りますんで、私なんかかつて国有林のほうの伊豆市の市長なんかと話しまし

たけど、やはり毎年2,000万ぐらい赤字食うわけです。それを承知してやるか

どうかというようなところがありますんで、そういったことが果たして継続

して続けられるのか続けられないのか、そういったようなことも含めて、決

してそのままほっぽっとくわけではないというふうには思いますけど、しか

し一つの事業をずっとやっていくということはかなりハードルが高いという
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ふうに思ってますんで、我々としてはジビエについてはできるだけ使ってい

ただく方の範囲を広げていく、そういったようなことを含めてジビエ料理と

か、ジビエの利用というのは進めていきたいというふうに考えております。 

議      長   瀬戸伸二議員。 

３ 番 瀬  戸   町もジビエ肉を飲食店に提供してると思うんですが、反響というのはいか

がですか。 

議      長   農林課長。 

農 林 課 長   ２か年お試しという形で、ジビエ肉の提供の負担を町のほうでさせていた

だいて、町内の飲食店等に使っていただいた経過がございます。 

ちょっと正確な数字はあれなんですけども、多くの飲食店がお試しをやっ

ていただいて、定番メニューになった店舗が３店舗ほどありまして、今でも

夜に飲食店行けば、そのメニューがあるという状況で、もちろんこの取組を

する前はゼロでしたので少しならあるということと、あと飲食店だけではな

くてキャンプ場系の経営をされている方も御利用されて、先ほど町長のほう

加工というお話出ましたけども、薫製みたいなものであるとか試作でやって

いただいたり、あと我々が普段行っている交流事業なんかでも、少しずつジ

ビエ料理を提供して都会の方たちが来て交流事業を楽しんでいただく中で提

供したりということで、少しずつではありますけども特別なものではなくて、

先ほど申し上げたように定番のメニューになっていって、少しでも、まずは

町内で消費が促進されるような形でということで、今現在の状況でございま

す。 

議      長   瀬戸伸二議員。 

３ 番 瀬  戸   電気柵については２分の１補助という形になっているかと思うんですが、

今様々な技術が出てきていまして、私が今使ってるのがヒトデのエキスを使

った畑に入らせないものがあるんです。それはやっぱり効果があると実感し

てるんですけれど、３キロで7,000円ということで、それが３か月もつという

形なんですが、そういう新しい技術に対する補助金をつくるような御予定は

ありますでしょうか。 

議      長   農林課長。 

農 林 課 長   この補助につきましては、先ほどの計画にのっとっていて捕獲であるとか、
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防御の部類に入るようなものでございます。今現実的には柵、網、電源装置、

あと追い払い物品というのもございまして、こちら私経験したのがある地域

からエアガンで音とかプラスチックの弾が出るようなものがあって、そうい

うかいわいでは今新製品だからそれを買いたいんだけども、これ追い払い物

品に入るかというような問合せを受けまして、それ可能という形である地域

はそのエアガンを持って猿とか追い払ってるという話を聞きましたので、今

のお話のエキスがどういう形であるかというのは、やはり効果があるかどう

かとか、それが我々瀬戸議員がそれを購入した確認とか、そういう手続ござ

いますので、御相談いただければ何かしらの助成ができるように検討したい

と考えております。 

議      長   瀬戸伸二議員。 

３ 番 瀬  戸   次に、二つ目の質問のほうに行きます。 

耕作放棄地、遊休農地をどのように解消するかということなんですが、総

合計画の中にも新たに市民農園の整備を検討しますとあります。今、新規就

労者も町長の答弁の中にあるということと、それと本当は帰農者が増えてく

れれば一番いいかなと思ってるんですが、退職延長等で帰農者の年齢も上が

ってるということでなかなか難しいと思います。 

そこでさっき言った新たな市民農園ということで、市民農園から始めると

いうことも重要なことではなかろうかと思うんですが、その検討の段階です

が、どの辺まで進んでるんでしょうか。 

議      長   農林課長。 

農 林 課 長   市民農園につきましては、現段階でふれあい農園として町内３か所ござい

ます。 

以前も御質問にお答えしたんですけども、確かに市民農園重要なんですが、

農地の利用からするとなかなか最優先というわけではなくて、もちろん普通

に農家の方が農地を耕作していただくのが一番であります。 

また、前回の12月議会で瀬戸議員の御質問にもあった例えば、その中で６

次産業化であるとか、付加価値をつけるために加工品をつくるとか、そうい

った形で農地を利用されるというのが２番目、どうしても御自身、または担

い手がいなくてここの農地が耕作するにはどうしようかといったときに３番
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目として市民農園であるとかという選択肢が出てくるわけでございます。 

でございますので、今のところ３か所の市民農園につきましては、ほぼほ

ぼ埋まっているんですけども、毎年１件、２件の空きが出まして、最近では

町内ではなくて町外の近隣なんですけども、町外の方の利用もございますの

で、現在のところは今あるふれあい農園のほうを利用していただきながら、

また多分お話の中では、先ほど町長、別の答弁ありましたけども、スマート

インター等ができて交通の利便性が上がった場合には、そういった都会の方

たち向けの市民農園というのをインター近くにつくるというのは考えられる

ことであると思うんですけども、市民農園つくる上ではある程度の１段の農

地、これ１枚、２枚の畑ではしょうがなくございます。清水地域は特に平な

農地少ないわけでございまして、平らな農地につきましてはしっかりと御自

身で耕作されている方もまだまだ多くいられますので、まだら模様で市民農

園やると効率も悪いわけでございますので、やはり地権者、農家の方たちの

御意向と場所を選択しながらいかないとなかなか市民農園、ふれあい農園と

いうのは設置できないものと考えておりますので、やはり地域の御要望をよ

く聞いて必要とあれば、例えばこの１段のところには市民農園の設立を検討

したらどうかという形になりまして、進めていきたいと考えております。 

議      長   瀬戸伸二議員。 

３ 番 瀬  戸   語尾を取るようで恐縮ですが、総合計画の中に特定の要素となり経営農家

の育成を図るとともに、女性や若者の新規就農を支援しますという言葉があ

ります。やはり女性や若者を支援する上では、小規模な農地を増やしていく

必要があろうかと思うんですが、町長その辺いかがでしょうか。 

議      長   町長。 

町      長   なかなか、いろいろな方が就農したいとか、あるいは定住のほうにもござ

いますけれども、実際に横浜では平塚から山北町に移り住んで農地をやって

いただく方も何人かいらっしゃいます。そういう中について、女性の方とか

そういったような方も当然いらっしゃいますけども、なかなか農地をどうい

うような大概の方がここであるのは野菜とか果樹が多いんですけども、こう

いう方以外の方もできれば来ていただきたいなと。かつて私の友達で、花を

やってる友達がいて来たいと言ったんですけど、なかなかそれだけの面積が
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なくてお断りしたようなこともございます。ですから、その方、女性の方だ

ったんですけど、非常にこれからそういった意味では女性の方も山北町に来

て、そういったような就農とか、そういったこともやっていただければあり

がたいなというふうに思っておりますし、以前私いくつか市民農園だか何か

で秦野市とかそういうところの資料を見たんですけど、やはり市民農園につ

いてはかなり一般的に山北町がやってるのは平らなところで、そこそこのあ

まり多くない面積で、大体野菜をつくるというパターンが一番多いんですけ

ども、秦野市の場合にはそれ以外にもありました。ちょっと違うところで広

いですから、場所があってやるようなケースでしたけど、そういったような

いろいろなところでいろいろな市民農園もやっておりますんで、そういった

研究をしていきたいなというふうに思ってます。山北町なかなか平らなとこ

ろが少ないんでどうしても斜面のところですんで、そういったところでやる

農業というのは新しい方がそういうような方法をやっていただければ非常に

有効だというふうに思ってますんで、私も農家だから分かるんですけど物を

つくるという前に土づくりしなきゃいけないわけです。土をどうやってつく

るか、その作物に合った土をどうやってつくるかというところがかなり農業

については重要ですんで、そういった意味ではやはり農地に合ったＰＨとか

何かに合った作物を選ばないとそれを土地改良しなきゃいけないということ

ですので、そういったことよりもそこにあまり土地改良しないで、それに合

った作物をどういうふうに選ぶかというふうな発想でいかないと、なかなか

これから山北町もこういったような斜面とかそういうの多いところでは難し

いだろうというふうに思ってますんで、そういったような中で、女性の方も

含めてぜひ大勢の方が来ていただいて、そして、今私の認識ではインターネ

ットがすごいから、我々農家よりもよく知ってます。本当にもうバンバン調

べていろんなことをやってやってますんで、もう素人とは言えないようなや

り方してますけど、ただ、彼らは半分趣味ですから、採算が合うかどうかっ

てことはまた別問題ですけど、少なくとも栽培方法についてはもうインター

ネット等で非常によくお勉強している方が多いですから、我々としてはもう

なんか、むしろ恥ずかしいような聞きたくなるような、そんなようなことに

なっておりますけど、作物自体についていろいろなものがありますんで、そ
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ういったことも含めてこれからも町で研究していきたいと思っております。 

議      長   瀬戸伸二議員。 

３ 番 瀬  戸   定住課長にお伺いしますが、空き家バンクに農地を含めたバンク登録とい

うのはあるんでしょうか。 

議      長   定住対策課長。 

定 住 対 策 課 長   現在、町内登録された清水地区で１か所あったはずです。ここの物件につ

きましては、農地付、さらに農業用の倉庫もついているような物件ですので、

先日行われた空き家の見学ツアーでもこれを目当てに来たいと言った方々も

現実に何グループかいられましたということですんで、ある程度の需要はあ

るのかなと思っております。 

議      長   瀬戸伸二議員。 

３ 番 瀬  戸   需要があるということが分かりましたので、できればそういう物件を増や

していくような努力をしていただきたいと思います。 

それと、最後の質問になりますが、町長にお伺いします。 

町の農業再生についてのお考えは、どのようなお考えがあるでしょうか。 

議      長   町長。 

町      長   今現在、農業の再生については、貸出希望とかそういうのが200件以上の方

が貸してもいい、あるいはもう私は年だから無理だというような方がいらっ

しゃいます。こういったような方に次の方にどうやって渡していくかという

ことが非常に大事なことだというふうに思ってます。農地法がありますので、

売買については農地法の３条、４条、５条がいろいろ売買以外にも賃貸でも

ございますんで、そういったようなことも含めながら、さらにそういうよう

な方が多くいらっしゃるというような実態を含めながら、山北町の農地をど

ういうふうに次の世代につなげていくかということは非常に大事なことだと

いうふうに思っておりますんで、ぜひ皆様からも忌憚のない御提案をいただ

ければ参考にしたいというふうに思っております。 

議      長   ここで暫時休憩をいたします。再開は13時といたします。（午前11時41分） 

議      長   休憩前に引き続き、一般質問を行います。       （午後１時00分） 

通告順位４番、議席番号７番、冨田陽子議員。 

７ 番 冨  田   受付番号第４号、質問議員７番、冨田陽子。 
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件名、「森林整備、その先は」。 

県が平成19年度から20年間進めてきた「かながわ水源環境保全・再生施策」

における森林整備は、山林所有者から県が杉・ヒノキの人工林を借り上げて

実施してきた。この事業により、町内の町有林・私有林の多くが整備されて

きたが、令和８年度に事業が終了する予定である。森林率90％の当町では、

この施策の影響が大きいと考えられることから、令和９年度以降の事業の方

向性と町内の森林整備の在り方、それに伴う町の取組姿勢について、以下の

質問をする。 

１、整備が終了し、返還された森林を今後どうしたらいいのか不安になる

所有者もいる。相談に乗るなどのサポートができるような町の考えは。 

２、ミカンや茶の栽培をやめて山林に戻したい。あるいは、荒れ果てて竹

林や雑木林となり、手入れが困難となっている里山や地目が畑の場所につい

て、整備を支援する取組は。 

３、森林が整備された後に放置され、相続により境界が不明となるなどの

問題が生じている。また、高齢化が進む中、さらに山に人が入らなくなるこ

とも懸念されることから、国の地域林政アドバイザー制度を活用し、町内の

山林の巡視や整備・経営計画、所有者へアドバイスをする取組を行う考えは。 

議      長   答弁願います。 

町長。 

町      長   それでは冨田陽子議員から、「森林整備、その先は」についての御質問を

いただきました。 

初めに、１点目の御質問の「整備が終了し、返還された森林を今後どうし

たらいいのか不安になる所有者もいる。相談に乗るなどのサポートができる

ような町の考えは。」についてでありますが、本町の私有林4,507.13ヘクタ

ールのうち、水源の森林づくり事業において県が水源林整備協定を締結し、

公的管理を行ってきた森林は3,241.22ヘクタールであります。協定期間満了

後は順次、森林所有者に返還される予定ですが、所有者の高齢化や相続によ

る土地の細分化などの状況の中、その後の管理状況によっては、再び荒廃が

進むことが懸念されております。 

現在、県では市町村と連携し、森林所有者が適切な森林管理を継続できる



 

47 

ようにするための仕組みの構築を目指し、県・市町村、市長会会議において

議論をされております。 

本町といたしましては、広大な面積や標高のある急峻な地形など森林所有

者が自ら森林環境管理を行うことの難しさを訴えるとともに、水源環境の公

益的機能を維持・発揮するためには、専門職員を多く擁する県が主体的な役

割を担う必要があるとの考えを示しており、県と町との林業事業体の三者が

連携し、森林所有者をサポートしていくことが最善であると考えております。 

次に、２点目の御質問のミカンや茶の栽培をやめて山林に戻したい、ある

いは、荒れ果てて竹林や雑木林となり、手入れが困難となっている里山や地

目が畑の場所について整備を支援する取組案についてでありますが、農地を

山林にするには農地法の転用手続が必要で、農振農用地の指定がある土地な

ど農地転用ができない場合もあります。 

令和９年度から始まる「第Ⅰ期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計

画」には、市町村が事業主体となる地域水源林整備事業として、集落周辺の

「里山林整備」が新設され、竹林整備や危険木対策、やぶの刈払いなどに取り

組めるようになる予定です。地域の状況を調査し、計画的・段階的に整備を

実施していきたいと考えております。 

次に、３点目の御質問の「森林が整備された後に放置され、相続により境

界が不明となるなどの問題が生じている。また、高齢化が進む中、さらに山

に人が入らなくなることも懸念されることから、国の地域林政アドバイザー

制度を活用し、町内の山林の巡視や整備・経営計画、所有者へのアドバイス

をする取組を行う考えは。」についてでありますが、県は、森林の公的管理

20年間の実績によって、森林所有者情報や施業履歴、航空レーザー測量によ

る各種森林情報など、所有者へのアドバイスを行う上で、非常に重要なデー

タを保有しております。まずは、県を中心に町や森林組合などの林業事業体

が連携して取り組むことが効果的であると考えております。 

なお、林野庁の地域林政アドバイザー制度の活用につきましては、令和９

年度から始まる「第Ⅰ期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画」の実

施状況を踏まえ、県や森林組合など林業事業体と連携を図り、必要に応じて

検討したいと考えております。 
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議      長   冨田陽子議員。 

７ 番 冨  田   それでは、再質問をさせていただきます。 

まずこれまでの20年間の県の事業の取組によって、この町内の森林環境と

いうのはどのように変わったかというか、県の事業で一定の効果があったか

どうかというのを伺いたいと思います。 

議      長   町長。 

町      長   水源林の整備事業については、かつて山を森林を整備することが難しくて、

そしてそれを放置してしまった所有者、私もその一部になるんですけども、

そういう方が大変多くいらっしゃいました。それに対して、やはりそれだけ

の長い期間放置されますと、山がなかなか元に戻らない、いろいろな問題が

起きます。一番簡単なのは間伐をしないから、陽が入らなくなって弱い木が

もやしみたいな木が多くなってしまって、台風とか何かで倒れてしまう。そ

ういったようなことを考えると、県のほうでやっていたそういう水源林の水

源環境の再生の施策は非常によかったというふうに考えております。おかげ

さまで間伐をしていただいたおかげで、陽が入って森林がある程度元に戻り

つつあるというふうに認識しておりますんで、これらをぜひまた町でも引き

続きそういったような水源林の整備というんですか、そういったものに生か

していきたいというふうに考えております。 

議      長   農林課長。 

農 林 課 長   県の基本計画、こちらかながわ水源環境保全再生基本計画というのが本年

１月に制定されました。そちらのほうでは、おおよそなんですけども、神奈

川県内の水源エリアの森林の手入れが行われているところが４割ということ

だったのが、今77％ということで倍以上のところが手入れが行われていて、

具体的な成果としては、やはり下層植生が復活して陽が入り、下草が生えて

いる状況になったということが、県の先ほど答弁にもありました航空レーザ

ー等の測量により明らかになっているというような計画のほうに示されてお

ります。 

議      長   冨田陽子議員。 

７ 番 冨  田   私自身も県の政策、財源がしっかりあって、ほかの県に比べればかなり手

厚い森林整備が行われてきたんではないかなと思います。せっかく手厚い森
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林整備が行われてきて、77％の森林が整備されてきたところで所有者に返還

されてしまうということで、この答弁の回答書にもありましたとおり、再び

荒廃が進むことが懸念されているとありますが、私自身も水源を重視するあ

まり、切り過ぎではって思うほどの強度の間伐がある場所ですとか、あとは

道路脇ですぐに木が搬出できるようなところでもただの切捨てになってしま

って残念だなと思う場所も多々あったかなというふうに思います。 

この令和９年度からのこの新たな基本計画のところにも書いてあるんです

けど、返還されても所有者がだんだん高齢化になっていくことで、またなっ

ていくこと、あるいは基本計画の中には、間伐をした後に針広混交林を目指

すというところが書いてあるんですけども、そこには達していないというふ

うに計画にも書いてありますし、私自身もやっぱり鹿の食害がひどくて、た

だ間伐されて下草は生えてますけど、針広混交林には何かなかなかなってい

ない状況なんではないかなと思います。ここで返還された後の山の状態とい

うのがちょっと心配な部分があります。 

ここに関して、この答弁では県が主体的な役割を担う必要があるというこ

とでありますけれども、この返還林に対して所有者の方から相談が現在来て

いたりということはあるんでしょうか。 

議      長   農林課長。 

農 林 課 長   返還林につきましても直接ではありませんが、やはり役場のほうに今後ど

うしたらいいのかというようなお話があるという話は来ております。 

議      長   冨田陽子議員。 

７ 番 冨  田   役場にもということですけれども、森林組合の方々とこの間も意見交換さ

せていただきましたが、そこでもやはり返還された森林、今後どうしたらい

いのかという相談がかなりあるという御意見をいただきました。 

県が役割を担うというんですけれども、町としても、もしそういう相談を

受けた場合は、どのように返答していくのか、今あるどうしたらいいのかと

いう考えがありましたら、お聞かせください。 

議      長   農林課長。 

農 林 課 長   まずこの返還された森林、返還林と呼ばせていただきますけども、返還林

については先ほど来、県が20年間整備をしてきたということで、県の見解で
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ありますとしばらくは手を入れなくても荒廃はしないだろうと。20年間間伐

とかそういうことをやってきたので、数年は何もしなくてもいい状態を守っ

ていると。令和９年度から新しい計画が始まるに当たりましては、県としま

しては、返還林の今の状況を維持していくような環境整備をしていくという

ような方針でいると聞いております。それに対しては簡単に言うと、先ほど

冨田議員おっしゃってたように、今までは強い間伐、ある程度の本数を刈る

であるとか、下刈りとか、かなり強めの森林整備をしてきたんですけども、

今の状態からはそこまでしなくてよくて、広い面積を巡視して、悪いところ

を整理するというやり方で、５年に１回程度の巡視を行うというような指針

も示されております。 

それに対して、今まで整備協定を結んで規定整備をされた森林が返還され

た場合、残念ながらその情報は市町村には今のところは来ていません。とい

うのは、県と森林所有者の間での整備協定でございますので、いろいろな情

報の制約あって、その方が必ずしもその情報を県以外の者に情報の共有をし

ていいかどうかという確認は今のところされていませんので、県の予定とし

ましては山北町3,200ヘクタールの返還林があって、返還する際にこれまでの

県とあなたの契約の内容であるとか、整備の内容を市町村にも情報共有をし

ていいかどうかの意向調査を行うというような方針が示されております。そ

れで、今森林所有者の意向確認した上で、情報共有して県と町と林業事業体

で、そこの返還された森林をどのような形で整備していくか、先ほど御質問

にもありましたとおりに、条件がよい森林とそうでない森林というのがござ

います。先ほどの返還の全ての中で条件がばらばらでございます。 

簡単に言いますと、林道の近くの森林は間伐をして搬出すればそれが売れ

れば、それの材の費用が戻ってくる可能性があります。逆に林道から200メー

ター以上離れている森林については、切っても運ぶのに費用がかかり過ぎて

先ほどおっしゃっていた切捨てということになります。 

この二つの条件が違う森林について、同じような整備というのは考えられ

ませんので、県と町と事業体でここはどういう整備が必要であるかというの

を検討した上で、必要な事業を当てて新しい事業というのは９年度から始ま

る計画にのっとった事業やっていくというのは、今の状況でございますので、
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どちらかというと地元森林所有者の個人的というか、地元所有者でしか分か

らないようなところに寄り添いながら行うと。県は技術的、専門的な知識と

技術がございますので、そういうところを担いながら森林所有者にサポート

していくというような今状況でございます。 

議      長   冨田陽子議員。 

７ 番 冨  田   そうなりますとまず所有者の方に確認していく作業となると、大分基本計

画が令和９年度から始まるといえども、なかなか具体的に何か新たな動きが

あるというのは、数年先になると考えられるでしょうか。 

議      長   農林課長。 

農 林 課 長   まず前提といたしましては、3,000ヘクタール以上の収入についてはこの

日にドンと返ってくるわけではございません。始まりが違いますので、です

のでそちらのほうに関してもばらばらに返還されるというようなことでござ

いますので、県の考えは今のところ返還時に先ほどの調査を行うというお話

でしたので、それがある程度たまってきたら、一定のところで整備方針のほ

うを検討するというような流れでございます。 

県が今示しているスケジュール案としましては、令和８年度５月、６月に

は、もうそこで返還されている方に対する調査というのは始めていくという

話は聞いてます。 

議      長   冨田陽子議員。 

７ 番 冨  田   今の説明があれば、この所有者の方も今後どうしたらいいかということに

対して、ある程度一定程度の安心感があるのかなというふうに思います。 

あと一つ、返還林で心配な部分というのは、この20年間、そしてさらに今

後の20年間で所有者の代替わりですとか、所有者が亡くなられて境界が不明、

境界が分かんなくなるとか、持ち主が不在になるとかそういったところも増

えていくかなと思うんですけれども、そこら辺はいかがでしょうか。 

議      長   農林課長。 

農 林 課 長   答弁のほうでもございましたけども、県のほうで当然協定を結んでる相手

のデータとして、今コンピュータというかパソコン使った神奈川県森林クラ

ウドというようなシステムがございます。 

こちらについては先ほど言った様々な森林情報や航空レーザー上で判断し
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てるんですけども、森林の場合は宅地や畑と違って何センチの境界というの

はあまり意味をなさないことでございますので、ただ、ある程度の林層であ

るとか、林班を基にしたレーザー測量行ってますので、御本人分からなくて

も県のクラウド上では大体の位置であるとか、どなたが所有してあるとか、

木は何であるとかというのは分かるようになってますので、それを基に先ほ

ど言った３者で協力してサポートしていきたいと考えております。 

議      長   冨田陽子議員。 

７ 番 冨  田   森林組合とのこの間の意見交換でも組合としては、そういうところを自分

たちで経営していくことは難しいけれども、維持、管理、巡視とか、そうい

うことはしていけるんじゃないかということをおっしゃっていたので、ぜひ

３者で連携していただきたいなと思います。 

先ほど言いました私がちょっと心配している部分で、この巡視をしていく

ということなんですけれども、この強度の間伐をしてるので下草は生えてい

たとしても結構風が入りやすくて地面に直接雨が当たって台風とか大風が吹

いたときに木が倒れやすかったり、直接地面に雨が当たることで土砂の流出

が起こりやすかったり、そういうことも心配されるんです。針広混交林にな

かなかできていないということは結構鹿対策もしてくださってるんですけど、

やはり食害がひどくてなかなか自然発生的には広葉樹が生えてこないという

問題が懸念されます。幾ら待っていてもなかなか広葉樹が生えてきて適正な

公益的機能を持つような山林にならないんじゃないかということをちょっと

危惧しています。 

神奈川県の新たな基本計画には、自然災害への対応や生物多様性の保全な

ど環境や社会の変化に伴う新たな課題にも寄与することができる施策を推進

していくとありまして、中にはネイチャーポジティブというキーワードもあ

ったり、生物多様性を進めていくみたいな文言もあるんですけれども、なか

なか針広混交林を進めていくための具体的な取組というのが追加の間伐ぐら

いしか計画を見ても見当たらなかったんです。ここはやっぱり鹿が多い山北

としては、そして災害が多い山北としては待ってるだけでは針広混交林って

なかなか難しい。そして災害を引き起こす可能性もあるんじゃないかなと考

えます。 
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そこで、針広混交林化及び生物多様性を進めていくためにも、返還された

森林にその土地にあった多様な広葉樹を植えてくという取組も必要なんでは

ないかなと思うんですけれども、そこはいかがでしょうか。 

議      長   農林課長。 

農 林 課 長   今の御質問の中で二つお答えすることがありまして、新しい計画の中では

まず植林が認められて一部皆伐というか、サイクルする森林という形で認め

られるような方向でいますので、これまで以上に間伐、一部皆伐をしたとこ

ろに植林をするというような事業が新設される予定でございます。ただし、

そこが先ほど言ったネイチャーポジティブとか、多様性という形でその規模

で広葉樹を植えるというのは今のところ話に出てませんけども、そもそも混

成林、混交林については現状にある広葉樹を残して、その周りを整備すると

いうことで混成林、混交林を目指すという神奈川100年の森構想という形で示

されております。 

また、問題があるのが山北町の場合、返還林の場所が先ほどの構想の中で、

公耕地、要は800メーター以上の標高であるとかになるとなかなかまたどうい

う樹種を植えたらいいのかていうのも難しくなるとは思うんです。ただし、

今までみたいに例えば広葉樹の伐採は除伐以外は認められないとか、結構厳

しいものがあったんですけども、その辺は地域の実情に合った水源林、水源

地域の整備ということが認められる方向で今話合い等が行われてますので、

今おっしゃっていただいた広葉樹の植樹等に関しても、造林事業としてのと

ころで認められるのか、または市町村独自の森林整備の提案として認められ

るのかちょっと分かりませんけども、可能性的には大いにありますので、当

然広葉樹を植樹をして生物多様性に寄与するというのは考えられますので、

町といたしましても、県に相談しながら水源事業でそれが実施できるかどう

かというのは、計画のスタートまでの間に検討調整させていただきたいと考

えています。 

議      長   冨田陽子議員。 

７ 番 冨  田   まちでも多分取り組んでいただくことは、大変ありがたいことだと思いま

す。本来ならば、県がそこも含めてやはり予算化して取り組むべきだなとい

うふうには考えるので、そこも含めて県に要望をしていっていただきたいな
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と思います。 

あと、山北町のホームページでは人間と熊が共存できる山を目指して、熊

を里から奥山に返す取組を支援をしているとあります。 

そして、猟師の方々の広葉樹の植樹活動をしている取組の支援ですとか、

あとはふるさと納税で広葉樹の植樹活動に対する支援を受け付けてるってあ

るんですけど、やはり先ほど言われてたような一部皆伐したところに広葉樹

を植える、特に実のなるドングリとか、そういう木を植えるというのが一般

的な広葉樹の植樹活動かなと思うんですけども、先ほどから言われている道

から遠くてなかなかもう経済林としても、もう人の手が入るのがなかなか難

しいというところは、もう人の手が今後入らなくてもいいような状態にして

いくために今手を入れていくべきだと思うんです。もうだんだん人口減少が

進んでいく中で、山に人が入らなくなってくる。これはもう農地とかも一緒

ですけど、なので手が入らなくてもいいような状態の部分を増やしていかな

いと、この森林率90％の山北なかなか難しいと思うので、今のうちに山にあ

った広葉樹というのを針葉樹の間に植えていくと生物多様性ですとか、あと

は景観的にも春の新緑とか、秋の紅葉とかももっと美しくなるのではないか

なと思うんですけども、そういったところを積極的にしていただきたいなと

思うんですけど、いかがでしょうか。 

議      長   農林課長。 

農 林 課 長   まず先ほどの広葉樹の植樹等育てていくということで、特に今回答弁のほ

うにもございますけども、県の新しい事業の取組として里山林の整備という

のが上がってます。 

まさにおっしゃってたように里山というのは人々が暮らす近くの森林と思

っていただいて結構で、これは大体そういうところから100メーターぐらいを

こちらのほうでプロットしまして、そこについては水源林の中で、そういっ

た雑木の整理であるとか、逆に広葉樹の植樹とかをやって、人々の暮らしと

密接に関係があるところに関しても今後水源事業で整備ができますよという

ような制度でございますので、おっしゃっていただいたように紅葉であると

か、花であるとかが咲くような広葉樹を場所は選定する必要がございますけ

ども、そういったことも調査の上、新しい計画の事業として検討してまいり
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たいと考えてます。 

議      長   冨田陽子議員。 

７ 番 冨  田   ここ今の御回答は２番目の質問にもあたりますので、２番目の質疑に移ら

させていただきます。 

今回から新たな計画で里山も整備対象になるというけれども、具体的には

どういった条件ですとか、所有者から申請があったらできるのかとか、もう

少し具体的なところを伺いたいと思います。 

議      長   農林課長。 

農 林 課 長   これも県の新しい事業でございますので、町が決めているわけではないと

いうのを御承知の上お聞きいただきたいと思うんですけども、里山整備の場

合は人工物、集落、民家とか公共施設道路とかそういったものの周辺の森林、

そこからおおむね100メーターのエリアをこれは市町村で指定しまして、そこ

のエリアに関して先ほど来申し上げている整備が行われるということで、例

えば今ここの役場で考えますと浅間山がありまして、浅間山の一番住宅寄り

の周辺、今は浅間山の山の中は森林として整備できますけど、一番周り部分

というのは逆にできないような状況になってるんですけども、そういうとこ

ろに線を引くとそこの100メーターぐらいまでは里山整備として整備ができ

るというような状況でございます。 

議      長   冨田陽子議員。 

７ 番 冨  田   それは大変山北にとってもありがたい事業ではないかなと思います。 

例えばそこが先ほど午前中の瀬戸議員の質問とも重なるかもしれないんで

すけど、いわゆるもう耕作放棄地みたいになっている畑なのか、林なのか、

もう竹林なのかみたいな、もうよく分からない場所もあるかと思うんですけ

ども、そういうところも対象になるんでしょうか。 

議      長   農林課長。 

農 林 課 長   県の今示している資料で見ますと、例えばそういったよく言う先ほどのお

話の中出ている有害獣のすみかとか、出没する場所になっているところ、藪

があったり、竹が生えてたり、ボサがあったりというところは整備できると

いうような方向で示されておりますので、そういうところは地目や今までの

造林事業とかですと５条森林と言われている森林整備計画に載っている森林
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でなければ、そういうことはできなかったんですけども、今回は里山整備に

限ってはそこは特に明示されていませんので、おそらく畑だろうと雑種地だ

ろうとそういう形の場所と認められれば、整備ができるようであると考えて

います。 

議      長   冨田陽子議員。 

７ 番 冨  田   そうなりますと耕作放棄地、遊休農地という部分の整備というのが大分進

められるかなと思うので、大変ありがたい取組だなと思います。 

今は辛うじてミカン畑だったところがもうミカンやってないけど、何とか

所有者で草を刈ってるとか、あとは草刈れないけどシルバーさんに頼んでる、

でもシルバーさんに頼んだけど全然もう来てくれないみたいな、そういった

相談もかなり受けますし、あとは竹林になっちゃってどうしようもないとか、

ミカン畑がもう杉、ヒノキになっちゃってるけど手が入らない。補助の対象

にならないという方、結構おられるので、そこはすごくありがたいことだな

と思います。ぜひ広く周知をお願いしたいと思います。 

最後に、三つ目の質問に入ります。 

最後は、地域林政アドバイザー制度の導入の提案なんですけれども、この

答弁では県が主体的に行うことが効果的ということで、連携を必要に応じて

検討したいという答弁でしたが、私が提案させていただきたい地域林政アド

バイザー制度というのは森林林業の知識や経験、資格を持つ技術者を雇用し、

森林、林業、行政に携わってもらうという仕組みです。 

業務内容は森林経営計画の策定だったり、地籍調査や境界明確化、あるい

は市町村有林の経営管理などを行っています。 

令和６年度時点では219自治体で、計353名が制度を活用し、活動していま

す。これ町が直接雇用するというほかに、技術者が在籍する民間に業務委託

をするということも可能です。そして、特別交付税措置の対象になり、森林

環境譲与税を活用している自治体も多くあるということです。本来ならば返

還林ですとか、水源林に対して県が主体的に行うべきですし、県が返還に先

駆けて雇用して町に派遣するとか、もしくは水源環境税で雇用できるという

のが一番ふさわしい形かなと思いますが、広い森林面積を持つ山北では、も

う先駆けてこの制度を導入してはどうかと思うんですけれども、そこはいか
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がでしょうか。 

議      長   農林課長。 

農 林 課 長   地域林政アドバイザー制度、今議員御説明していただいたとおりだと思う

んですけども、やはりある程度のこの地元負担というか、その部分もござい

ますし、今おっしゃってた内容を、言い方変ですけれども、私は県にそれを

求め続けていまして、いまだにまだ簡単に言うと県の専門職を町に派遣して

いただけないかとか、そういう話も町の上層部も含めてそういう形で打診し

続けていますので、まだ計画始まってませんので基本的には県の専門職をぜ

ひともこれだけの広い水源林を持つ山北町にお願いするということで、県の

本課の部長までお話は行ってると聞いてるんですけど、なかなか実現しない

ような状況でございますので、答弁にありましたとおり計画が始まるまでは

そういった形で県のほうに要望しながら進めていきたいと考えてます。 

議      長   冨田陽子議員。 

７ 番 冨  田   引き続き県にも要望していただきたいですけれども、この例えば森林組合

にそういう技術、あるいは資格を持っている方がいれば、森林組合に業務委

託をして、そうするとさらに県と町と組合の連携が深まるんではないかな。

お互いに情報共有しながら、3,500ヘクタールある森林の管理、経営をやって

いけるのではないかなと思うんですけれども、森林組合に委託するというの

はいかがでしょうか。 

議      長   農林課長。 

農 林 課 長   仕組みとしては、森林所有者が林業事業体に委託をするということが、県

の新しい計画の中で考えられています。それにはお話出ました森林経営計画

を森林所有者と林業事業体が作成をして、市町村がそれを認めた上で県の補

助金が交付されるというような形になっています。 

ちなみに、今現在山北町森林組合で経営計画つくれるような条件がそろっ

ておりまして、山北町内だと数か所森林経営計画のほう策定済みでございま

すので、今後も森林組合を中心として森林所有者と計画を策定するという方

向で進めていきたいと考えてます。 

議      長   冨田陽子議員。 

７ 番 冨  田   ぜひ森林組合もかなり組合員に配当金が配れなくて、なかなか困っていら



 

58 

っしゃったり、あとは山北町でも森林林業に携わる職員の数というのが0.5人

というふうに聞いています。こんなに広い面積あるのに、ほかの仕事と掛け

持ちで森林林業に携わっていくということになると、新たなこの森林の利活

用とか、普及啓発までたどり着かないと考えます。そして、どんどん個人で

山林を所有する、管理していくということがどんどん難しくなってきている

状態で、林業を本当に私も思いますけど課題だらけの分野だと思いますので、

ぜひ国の制度を利用してもう少し先へ進めていただきたいと思います。町長

いかがでしょうか。 

議      長   町長。 

町      長   おっしゃるとおりで、アドバイザーとかいろいろな人を使いながら森林組

合で町も関与してやっていきたいというふうには思います。ただ、私有林で

すから当然所有者がいる。先ほどのあれにちょっと戻りますけども、混交林

とか、広葉樹、私も当然そういう山を持ってますから終わったところにアン

ケートが来るわけです。やりたいですかって、混交林バツくれるわけです。

ぱっと見て写真見て無理だなと。こんなとこ広葉樹を植えても育たないなと。

幾ら間伐したといっても、その間に植えても多分育たないなというふうに思

いましたんで、私はそれはバツをくれましたけど、そういうようなことで実

際に机の上で混交林がいいというのは分かるけども、実際それをやれるかと

いったら、非常に難しいというふうに思ってます。 

それから、もう一つは森林の所有者がおっしゃるように、だんだん、だん

だん山に行かなくなる。私なんかもだんだんそうなんですけど、所有者の考

えというのは登記されている。平米数どのくらいあるか、そういった登記さ

れている面積があればいい。そして今、航空写真とかいろいろな中で何年輪

のどのくらいの木が何本そこにあるかというのが分かります。そういうこと

だけが所有者が求めるもので、昔みたいにここが堺だとか、そういうことは

あまりもうこれからは意味をなさなくなるんではないかなというふうに思っ

てます。かなり富士山のスコリアで、かなり雨とか台風で沢ができちゃって、

実際に堺を決めたりなんかするのが非常に難しい状態になってますから、基

本的にはおそらく自分が登記されてる山の面積、そしてそこに植わってる杉

とかヒノキの本数とか、そういうのが大体分かりますんで、そういったよう
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な中でそれがあればいいというような方法に変わってくるんではないかなと

いうふうに思ってます。 

そういったような所有者のとか、そういうのはもうもちろんアンケートで

答えるんですけど、分からないからいろんな答えを出すわけです。ですから、

それによって県のほうのそういう施策があまり変化しないように、我々町と

いたしましても、その方向性を模索しながら森林組合と一緒になって決めて

いきたい、あるいはそういう方向性で進めていきたいというふうに山北町で

は思っております。 

議      長   冨田陽子議員。 

７ 番 冨  田   所有者もだんだん所有者自身もそこまで求めないということは逆に行政の

ほうの責任、その山に対する責任というのが重要になってくるんではないか

なというふうに思っています。 

今はもう本当に県の水源環境森林整備というのが町のメインにも森林整備

のメインなっていますし、県民の水がめとして森林整備を行うというのはも

ちろんなんですけれども、やはり広い森林を持つ山北としては、私有林も含

めて森林整備のその先は森林の姿どうある、こういう姿の森林、山北の森林

にしたいとか、何か今、本当に森林整備含めて、子どもへの環境教育ですと

か、あとは木育とか間伐搬出奨励金とか、いろんなことを取り組んでいただ

いて本当に大変ありがたいなというふうに思っていますけれども、やはり一

つ、県がやっていることもあるんですけど、町としても森林に対しての取り

組む姿勢とか、ここはアピールしたいみたいなところを町としてアピールし

ていただきたいと思うんですけど、そこはいかがですか。 

議      長   町長。 

町      長   おっしゃるように。私もかなりの山林がありますんで、みんな違うわけで

す。作業道の下に、急峻なところで生えてる森林もあるし、岩柄もあるし、

あるいはいろいろな地形によってかなり森林の状態が違います。杉が植わっ

たり、ヒノキが植わってたり、あるいは植えた時期によって太さも違ってま

す。そういったところで仮に県のほうのやった事業でやっていただいたとこ

ろは割とそれなりに施業できるようなところをやっていただいておりますの

で、そういったようなものについてはやはりこれからも水源として、町とし
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て水がめを確保する、あるいはそういったようなものが非常に大事だという

ふうに思っておりますんで、そういったものについてはもちろん町と県が一

緒になって方向性を決めてやっていきたいなというふうに思ってます。 

私としては共和さんがやってる熊を山に戻すような、あのような取組を山

北町でもさらに進めていきたいというふうに思ってますから、私的には混交

林よりは皆伐をある程度すっと何本かこうやってしまって、そこへ植えたほ

うがいいんではないかなと個人的には思っておりますけど、木が植わってる

間に植えるというのはなかなか現実的には難しいんではないかなと。ある程

度の幅で、ある程度皆伐をかけて、そこに植えるんだったら可能性は非常に

高いんではないかなというふうに個人的には思いますけども、まだまだ県の

ほうの考えとか、町の考えとしてはまだまだそういうような方向には行って

おりませんので、これからいろいろな地権者も含めていろいろな返還林の後

の方向性というのはこれから進めていかなければいけないというふうに思っ

ております。 

議      長   冨田陽子議員。 

７ 番 冨  田   最後になりますけど、その件と一体的にやっていくのはもちろんなんです

が、やっぱり森林整備するというのは手段であって目的ではないので、やは

り町としてこういう森林を活用したこういう町にしていきたいとか、もう今

既にやっている例えば木育ですとか、あとは町産材活用も始まっていますし、

グランドデザイン賞もいただきましたから、やっぱりもうそこを森林整備し

て木を山北町、たくさん町産材で地産地消をしてるよとか、もっと何か本当

に限られた財源の中でいろんな事業をやっていただいているので、もう少し

そこをアピールしながらさらに森林に、林業に力入れていただきたいと思い

ますが、いかがですか。 

議      長   町長。 

町      長   基本的には山北町の林業というか、山についてやはり90％以上が森林です。

そして今、40年以上たった木がかなりあります。ですから、これが循環して

いくことが一番私は理想的だろうと思います。 

ただ単に水を守るために間伐をして残して、それで水源林として生かすの

も一つの方法だというふうには思いますけど、やはりある程度は皆伐なりを
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かけていって、もう一度植林してそれを回すというような、要するに循環型

のほうに変えていく方法が一番理想ではないかなというふうに思っておりま

すんで、そういったような森林の方向性をぜひこれからもやっていきたいと

いうふうに思いますんで、ただ植えてしまって手が入らないから間伐をかけ

た。これをそのまんまやってくと、ある程度の木はさらに間伐をかける可能

性はあるんですけども、やはりある程度計画の中である程度の場所を皆伐を

して、そして木を出してもう一度植え直すという、それが杉かヒノキになる

かあるいは広葉樹になるかはまた別ですけれども、少なくともそういうよう

な方法に持っていかなければ山北の森林がこれから先ずっと未来の子どもた

ち手渡せるような状態には循環型にしていかなければいけないというふうに

私は思っております。 

議      長   次に、通告順位５番、議席番号10番、遠藤和秀議員。 

10 番 遠  藤   受付番号第５号、質問議員10番、遠藤和秀。 

件名、「町長の進退を問う」。 

町長は、今年７月をもって４期目の任期満了を迎える。就任以降４期16年

にわたり町政運営を担ってこられた。任期満了目前に控え、町政運営の総括

と、今後の町政の方向性、併せて町長御自身の進退については町民の大きな

関心事となっている。そこで伺う。 

１、４期16年の町政運営を振り返り、町長が御自身が特に成果であったと

考える点について、どのように認識して認識しているのか。 

２、今年の７月の町長選においては、５期目を目指して出馬することにつ

いて、現時点での考えは。 

以上。 

議      長   答弁願います。 

町長。 

町      長   それでは、遠藤和秀議員から「町長の進退を問う」についての御質問をい

ただきました。 

初めに、一点目の御質問の「４期16年の町政運営を振り返り、町長御自身

が特に成果であったと考える点についてどのように認識しているか」につい

てでありますが、私は16年の長きにわたり町政運営を担わせていただき、こ
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の間、地域の皆様や職員の皆様の御協力により、多くの事業を実現してまい

りました。 

最初に思い出すのは、町立小・中学校の統廃合についてであります。私が

町会議員の頃から様々な検討会において統廃合は進めるべきという検討部会

を受けながらも、実現には至らない状況が続いておりました。 

学校統廃合については地域ごとに様々な御意見があるため、私は何度も地

域に足を運び、説明会を開催いたしました。そして、御理解をいただいた地

域から順次進めることとし、清水の小・中学校、三保中学校から始まり、三

保小学校まで当時の教育長の御尽力もあり、統廃合を無事に成し遂げること

ができました。 

また、歴代の町長が長年にわたり取り組んできた山北駅前の周辺整備につ

きましては、サンライズやまきたと商業施設が整備されました。この事業の

実施に当たり、町の町有地以外の民間店舗の移転が課題となりましたが、職

員が粘り強く対応していただいた結果、現在では多くの子育て世代の方々が

居住されております。 

そして、この事業がきっかけとなり、公民連携定住対策推進自治体連携連

絡会を立ち上げることができ、佐賀県みやき町、熊本県長洲町などと、その

後の防災協定につながる自治体連携を実現することはできました。 

同じく原耕地地区への大型商業施設の誘致についても、当初から何度も困

難な状況に直面いたしましたが、３度目の交渉で地権者の御理解をいただき、

オープンすることができ、現在では山北町にはなくてはならない商業施設と

してにぎわっております。 

また、丸山の三井造船株式会社所有地への企業誘致につきましては、毎年

誘致候補はありましたが、15年の長きにわたり実現できませんでした。町と

しては、これまで水道施設を建設するなど三井造船株式会社に協力してきた

経緯もあることから、私自身、東京本社に伺い、社長に直接お願いをいたし

ました。その結果、株式会社トヤマの丸山本社工場の建設が実現し、これが

きっかけとなり、その後のヒルズタウン丸山の分譲、清水建設株式会社の事

業所開設へとつながりました。 

そして、三保小学校の跡地利用については、鹿島学園からスクーリングの
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場所としてオファーをいただきました。当時、通信高校の開校については様々

な問題がございましたが、多くの方からの御助言をいただき、無事に開校す

ることができました。 

さらに、平成26年８月８日には、新東名高速道路の仮称山北スマートイン

ターチェンジの連結許可を受けることができましたのも、横浜国道事務所長

などの多くの関係者の皆様からも御協力をいただいたたまものであり、本当

に感謝しております。 

また、その間にも森林セラピー基地の認定や横浜バイパスの開通、岸幼稚

園の新築、蒸気機関車Ｄ52動態化、山北こども園の開園、東山北駅前広場の

整備、水上テラスの整備など様々な事業を実現してまいりました。 

なお、ユネスコの無形文化遺産に登録された山北のお峰入りの記念公演を

川村小学校で実施できたことは、私の大切な思い出の一つであります。 

こうした町政運営に並行して、神奈川県町村会長を２期４年務めさせてい

ただくとともに、各種団体において47もの役職に就かせていただいたことは

身に余る光栄であります。これらは役職の任期中には、多くの皆様に支えて

いただき、心から感謝申し上げます。 

次に、２点目の御質問の「今年７月の町長選挙において５期目を目指して

出馬することについて現時点の考えは。」についてでありますが、現在、私

の体調面において、やや不安なところもあります。このため、５期目の出馬

については見合わせることとし、次の方へ町政運営を引き継いでいきたいと

考えております。 

また、本年７月の町長選挙では、町民の皆様から信頼される方が選任され

ることを願うとともに、私自身も７月まで任期をしっかりと務めさせていた

だきたいと考えております。 

議      長   遠藤和秀議員。 

10 番 遠  藤   町長が退任を表明された以上、今後は選挙を見据えた行政ではなく、責任

ある総括と整理が求められる。先ほどの答弁にもありましたけど、私が町政

運営の成果として特に評価しているものが、水上テラスの整備です。人口増

加につながる若者世代の移住が実現しております。あわせて、町として自治

会会議の案内を行った結果、入居世帯全てが自治会に入会する大きな成果を
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上げている。今後、若者世代の定住促進と人口増加につながるように、ぜひ

このようなことを引継ぎしておいていただきたいとお願いします。 

議      長   町長。 

町      長   おっしゃるように水上テラスに関しては、一番最初は駅前でサンライズや

まきたをやらせていただいたんですけども、その後、私も定住促進の協議会

の会長やってたということもあって、何とか次の二つ目をやりたいというこ

とで水上テラスということを考えました。かつてはあそこには町営住宅が建

っていたわけですけれども、老朽化して非常に住みにくくなってるというか、

そういうようなこともありましたし、また全部敷地が町所有ではなくて一部

借り上げた、そういうような場所でございました。そういった中で、地権者

とのも理解もいただきながら、それをこういったような水上テラスのような

形にしていこうというような計画を立てました。 

当初は、駅前が６階建てだったんで４階建てぐらいがもしかしたら可能か

なということで地域の皆さんと御相談しましたら、やはり向原の地域として

はせめて２階にしてほしいというようなことだったんで、２階でどういうよ

うな建物を建てれば皆さんに住んでいただけるか、そういうようなことを考

えました。その中でやはり道路の問題、道路を少し拡幅しなければいけない

とか、様々な問題がございました。 

また、全てが若者の世帯だけではなくて、単身の方もいらっしゃるという

ことで、いくつかワンルームのような単身世帯が住めるようなところを２階

につくりました。そういったような中で実際にオープンしてから、そこに住

んでいただける方がやはり地域の要望でありますやはり自治会に入っていた

だきたいというような流れの中で、非常に協力的に考えていただいて、今現

在、おっしゃるように皆さんが自治会で入っていただいて、この地域に協力

をしていただく。実際に今現在ここは上本村なんですけど、上本村のお祭り

とかなんかにも、積極的に協力していただいてるということで、私としては

非常にありがたいなというふうに思っております。 

山北町、やはり最初の山北のサンライズをやったときに思ったんですけど、

６階建てで若者世帯を来ていただいたんですけど、あそこだけで新しくお子

さんが生まれたりなんかしたのが非常に多かった。数十名以上がお子さんを
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産んでいただいた。それと同じように水上テラスも今現在本当に若い方が住

んでいただいて、そして子どもの数もそれなりに増えてるというふうに感じ

ております。こういったことが、山北町のこれからの少子高齢化に対して、

非常に有効ではないかなというふうに思っております。 

ですから、こういったような定住促進と合わせて、人口増加までは簡単に

はいきませんけども、そういったものにつながるような、そういったような

ものをやってこれたというのは私にとって非常にありがたいなというふうに

思っておりますし、その中で、定住促進の会長をやらせていただいて様々な

方とつながりを持って、その結果いろいろなところから会員の方からちょう

ど、富士山が爆発したら溶岩が流れてくるというような新聞記事が出たとき

に、茨城県の境町とそれから埼玉県の三芳町からそういうことだったら協定

を結ぼうというような、向こうからオファーをいただいて非常にありがたか

ったなというふうに思っております。そういったことも全てそういったよう

な私のやらせていただいた中で思い出になっております。これからも、ぜひ

様々な自治体と関係を持ちながら、もしものときには災害協定ができるよう

なことが、ないほうがいいんですけども、万が一のときにはそういったもの

が使えればありがたいなというふうに思っております。 

議      長   遠藤和秀議員。 

10 番 遠  藤   それと若い世代や子育て世代に対して、どのような未来像を引き継ぐのか、

お聞きしたいです。 

議      長   町長。 

町      長   ちょうど先月、ここで子ども議会をやらせていただきました。そのときに

最後に公表という中で答えさせていただいたんですけども、小学生６年生で

したけども、私が感じたことというか思ったことは、やはり小学生の頃は何

でもできる、もうできないことはない。そういうふうに皆さん思ってほしい

と。つまり、小さな子どもたちにとっては、未来というのは輝いてるわけで

す。今はできないかもしれないけども、必ずできると自分が思ったことが必

ず可能になるということを申し上げました。 

私は今の山北町の子どもにとっては、これからどんなことでも自分がいい

と思ったことは、将来必ず実現するんだとそういうような気持ちでいてほし
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い。そういう子どもに育ってほしい。そういうために山北町はゼロ歳から15

歳までの一貫教育を行っております。こういったことがこれからの子どもた

ちに引き継がれていけば、ありがたいなというふうに思っております。 

議      長   遠藤和秀議員。 

10 番 遠  藤   町長が退任されることは、町民にとって大きな節目であります。 

最後に、町長としての総仕上げとして残された期間、最優先に取り組む政

策が何かあればお聞きしたいです。 

議      長   町長。 

町      長   当然山北町で一番問題になったのは少子高齢化ということですんで、今、

子育てに対するプロジェクトチームをつくらせていただいて、それに対して

は最優先で進みたいというふうに思っておりますけども、それ以上に私が行

政に必要なことは継続性だと思っております。町長が代わって、いろんなこ

とがガラッと変わってしまうのは、やはり行政としてはよくないんではない

かと。今現在、第６次総合計画が３年目、６年から始まって３年目をこれか

ら迎えますけども、少なくとも10年計画の中で大きな変化でなく、それにあ

ったような徐々に変わっていくようなことが行政としては非常に大事ではな

いかなというふうに思っておりますんで、私としても最終的には第６次総合

計画にのっとったものを、残りの期間でしっかりと続けていきたいというふ

うに思っております。 

議      長   遠藤和秀議員。 

10 番 遠  藤   退任後も町の発展に関わるお考えはあるのか。お聞かせください。 

議      長   町長。 

町      長   当然今体調のほうはいろいろ御心配をかけて、いろいろあるんですけども、

自分ができることであれば、今後も町のために発展のために何らかの関わり

を持っていくことは当然だというふうに思っておりますんで、ぜひこれから

も一緒になって町の発展のために尽くしていきたいというふうに思っており

ます。非常に長い間ありがとうございました。 

議      長   遠藤和秀議員。 

10 番 遠  藤   ４期終了をもって、町長の退任されることに対して、その御苦労に敬意と

感謝を申し上げ、これからも町民の一人として町政に対し、御指導、御支援
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くださるようにお願いを申し上げまして、私の一般質問とさせていただきま

す。 

議      長   以上で、一般質問を終わります。 

本日の議事日程が終了しましたので、散会といたします。 

                          （午後２時15分） 


